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新発田市地域防災計画修正点 新旧対照表
【風水害等対策編】

※頁は現行計画（令和 7年 5月修正）についてのもの
頁 内容 新 旧 修正理由
5

6

市民及び
防災関係
機関等の
責務と処
理すべき
事務又は
業務の大
綱

１ 基本理念
⑴ 市民、地域及び行政（防災関係機関）による取組の推進と外部支援・相互協力による補完体制の構築
ウ 市、県及び防災関係機関に求められる役割
(ｶ) 市、県は、平時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケースマ
ネジメント（一人一人の被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支
援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。

⑵ （略）
⑶ 感染症対策の観点を取り入れた防災対策

（削除）新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策
の観点を取り入れた防災対策を推進する。

１ 基本理念
⑴ 市民、地域及び行政（防災関係機関）による取組の推進と外部支援・相互協力による補完体制の構築
ウ 市、県及び防災関係機関に求められる役割
(ｶ) 市、県は、平時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、（追加）被災者支援の仕組みの整
備等に努める。

⑵ （略）
⑶ 感染症対策の観点を取り入れた防災対策

令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感染症対
策の観点を取り入れた防災対策を推進する。

県地域防
災計画の
反映

26

27

29

防災教育
計画

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

学校教育、社会教育及び職場教育の場を通じて、地震・津波に関する基礎的な知識の普及と「自らの命は自ら
が守る」という意識の醸成を図り、住民一人一人が防災の主体となり、地域防災力の基盤となる市民及び企業等
による、自らの安全を確保するための取組及び地域における安全を確保するための取組を促進する。また、市、
県及び防災関係機関において、ハザード情報等、防災に関する専門的知識・ノウハウを備えた人材の計画的かつ
継続的な育成を図り、地域の防災関連情報を整理し、企業・団体・ＮＰＯや関係機関と連携して繰り返し周知し
ていく。
各地域で、防災情報を正しく伝達できるリーダーを大学やＮＰＯと連携して育成する。

⑵ 各主体の責務
エ 防災教育の実施に当たっては、各主体とも男女共同参画、要配慮者への対応その他社会の多様性の尊重等に
十分に配慮することに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮しなければならない。

３ 市の役割
⑷ ハザードマップや液状化しやすさマップ等の液状化に関する情報について、情報の背景、解釈の仕方から、災
害種別（地震・津波・水害等）ごとの特徴や、それにより住民に起こりうる具体的な被害を想起できるよう周知
するとともに、避難に関する情報等を企業、団体、ＮＰＯや関係機関と連携し、住民に適切かつ繰返し周知して
いく。併せて、地区や個人単位のタイムラインの作成を支援する等により、地域における自主的な警戒避難体制
構築を支援する。

⑸ 災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開
等により、市民が災害教訓を伝承する取組を支援し、家族や地域を自分たちで守る意識の醸成を図る。
また、国が認定するNIPPON防災資産の活用や、災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持

つ意味を正しく次世代に伝えていくよう務める。

４ 県の役割
⑺ 県職員の防災教育、防災部門の人材育成
ア （略）
イ （略）
ウ 録画研修を通じた自己学習の促進

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

学校教育、社会教育及び職場教育の場を通じて、地震・津波に関する基礎的な知識の普及と「自らの命は自ら
が守る」という意識の醸成を図り、（追加）地域防災力の基盤となる市民及び企業等による、自らの安全を確保す
るための取組及び地域における安全を確保するための取組を促進する。また、市、県及び防災関係機関において、
（追加）防災に関する専門的知識・ノウハウを備えた人材の計画的かつ継続的な育成を図る。（追加）

⑵ 各主体の責務
エ 防災教育の実施に当たっては、各主体とも男女共同参画、要配慮者への対応その他社会の多様性の尊重等に
十分に配慮（追加）しなければならない。

３ 市の役割
⑷ ハザードマップ等による地域の危険情報の周知を図るほか、地区や個人単位のタイムラインの作成を支援する
等により、地域における自主的な警戒避難体制構築を支援する。

⑸ 災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開
等により、市民が災害教訓を伝承する取組を支援し、家族や地域を自分たちで守る意識の醸成を図る。
（追加）

４ 県の役割
⑺ 県職員の防災教育、防災部門の人材育成
ア （略）
イ （略）
（追加）

県地域防

災計画の

反映
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頁 内容 新 旧 修正理由
31 防災訓練

計画
３ 市の役割

市は、災害発生前後の防災活動を迅速かつ的確に実施するため、各防災関係機関及び自主防犯組織、自主防災組
織、地域団体、市民との協力体制の確立などに重点をおき、市民の避難行動等、災害発生時に市民が取るべき行動
について配慮した実践的な防災訓練を実施するとともに、市民による自ら安全を確保するための取組及び地域にお
ける安全を確保するための取組を促進する。なお、避難所運営訓練等は女性や小中学生、若者の参加を促進してい
く。

３ 市の役割
市は、災害発生前後の防災活動を迅速かつ的確に実施するため、各防災関係機関及び自主防犯組織、自主防災組

織、地域団体、市民との協力体制の確立などに重点をおき、市民の避難行動等、災害発生時に市民が取るべき行動
について配慮した実践的な防災訓練を実施するとともに、市民による自ら安全を確保するための取組及び地域にお
ける安全を確保するための取組を推進する。（追加）

県地域防
災計画の
反映

34 自主防災
組織育成
計画

３ 市民の役割
市民は、「自分たちの地域は自分たちで守る」との意識を持ち、住民一人一人が防災の主体となり、自治会等にお

ける各種活動を通じて、積極的に組織づくりを進め、地域の避難体制を構築し共助を強化するとともに、日頃から
防災訓練をはじめとする地域の自主防災活動に積極的に参加し、地域ごとの避難先を自主防災組織等が事前に把握
できる体制を整備する等、防災に関する知識及び技術の習得に努める。

４ 市の役割
⑶ 防災リーダーの育成

地域住民の自発的な活動である自主防災組織の取組の推進は、その中核となるリーダーの見識や熱意に依存す
るところが大きいことから、新発田市防災協会と連携し、研修会の開催、先進事例の紹介等を通じ、防災情報を
正しく理解し、説明できる防災リーダーを育成する。その際、女性の参画の促進に努める。
なお、育成にあたっては、新潟県防災リーダーの積極的な活用に努める。

５ 県の役割
⑴ 自主防災組織の組織化と活動の活性化

県は、市が行う自主防災組織及び防災リーダーの育成に積極的に協力し、市が行う防災資機材等の整備及び訓
練活動等の支援、研修会等の開催等に対して助成を行うほか、県の広報紙等による普及啓発や講演会を開催する
などして、自主防災組織の組織化と活動の活性化を進める。

⑵ 防災リーダーの育成支援
県は、学校やNPO等と連携し、各地域で防災情報を正しく伝達できるリーダーを育成する。特に女性が防災

分野で活躍できる機会を増やし、若者や子どもが防災について学べる機会を作ることに重点を置き、また、育成
した女性防災リーダーが活動できる場を提供することを支援する。
また、防災情報を正しく理解し、説明できる人材の育成を図るため、地域の防災リーダー等に対して指導・助

言を行う「新潟県防災リーダー」を養成し、継続的な知識の習得やスキルアップを支援するなどして、地域防災
力の向上を進める。

３ 市民の役割
市民は、「自分たちの地域は自分たちで守る」との意識を持ち、（追加）自治会等における各種活動を通じて、積

極的に組織づくりを進め、地域の避難体制を構築し共助を強化するとともに、日頃から防災訓練をはじめとする地
域の自主防災活動に積極的に参加し、（追加）防災に関する知識及び技術の習得に努める。

４ 市の役割
⑶ 防災リーダーの育成

地域住民の自発的な活動である自主防災組織の取組の推進は、その中核となるリーダーの見識や熱意に依存す
るところが大きいことから、新発田市防災協会と連携し、研修会の開催、先進事例の紹介等を通じ、防災情報を
正しく理解し、説明できる防災リーダーを育成する。その際、女性の参画の促進に努める。
（追加）

５ 県の役割
（追加）
県は、市が行う自主防災組織及び防災リーダーの育成に積極的に協力し、市が行う防災資機材等の整備及び訓練

活動等の支援、研修会等の開催等に対して助成を行うほか、県の広報紙等による普及啓発や講演会を開催するなど
して、自主防災組織の組織化と活動の活性化を進める。
（追加）

県地域防
災計画の
反映

37 防災都市
計画

３ 市の役割
⑴～⑷ （略）
⑸ 所有者不明土地を活用した防災対策の推進

市は県とともに、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある所有者不
明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した
防災対策を推進する。。

３ 市の役割
⑴～⑷ （略）
（追加）

県地域防
災計画の
反映

41 集落孤立
対策計画

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

中山間地域など、土砂崩れや風浪、雪崩や豪雪により交通遮断で孤立状態となることが予想される地域におい
ては、道路、通信、水道や電気等が復旧する、又は救援が届くまでの間、自立的に持ちこたえることを前提に、
必要な装備、物資の事前配置や防災拠点の整備など環境整備を行う。
また、孤立が長期化した場合における集団避難の考え方についても事前に検討を行う。

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

中山間地域など、土砂崩れや風浪（追加）により交通遮断で孤立状態となることが予想される地域においては、
（追加）救援が届くまでの間、自立的に持ちこたえることを前提に、必要な装備、物資の事前配置や防災拠点の
整備など環境整備を行う。
（追加）

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由

42

⑵ 各主体の責務
イ 市の責務
(ｱ) 孤立が予想される集落の通信手段の確保、施設・資機材（電源、熱源等）の整備、物資（食料、水、生活用
品）の備蓄等を行う。
孤立発生時に「集団避難」の可能性がある場合は、事前に避難先や避難方法等について住民と考え方の確

認を行う。
(ｲ) （略）

ウ 県の責務
県は、市等の施設整備や備蓄体制の強化を支援するとともに、関係機関とともに住民の救出・救助体制を整

備する。
⑶ 達成目標
エ 危険が迫った場合は、速やかに住民が安全な場所に集団避難できる。

⑷ 要配慮者に対する配慮
要配慮者が速やかに地区外へ避難できるよう、連絡体制、移動手段及び受入先を確保する。なお、地区外避難

はインフラの復旧方法や見通し等の状況を見据えて適切に行うこと。
⑸ コミュニティへの配慮

コミュニティ単位での避難先の確保、および地域の復旧・復興までのコミュニティの維持もしくは再建を考慮
した避難生活の在り方に配慮する。

⑹ 積雪地域での対応
豪雪、雪崩による孤立の長期化、屋外避難の困難等を考慮し、指定避難所等の収容人員、暖房・調理用熱源・

燃料の確保に特に配慮する。

２ 市民及び企業等の役割
⑵ 地域の役割

孤立状態となった時には、住民の安否確認、救出、初期消火、炊き出し等の実施、市への初期的な被害状況の
報告、救援の要請等を住民自らが行う。そのために、集落で共有する資機材の整備や物資の備蓄を行うよう努め
るとともに、自治会や自主防災組織等による資機材等を活用した防災訓練等を実施する。

⑶ 企業・事業所の役割
孤立予想集落の企業・事業所は、災害時の施設や資機材提供等の協力について、あらかじめ自治会や自主防災

組織等の住民組織と協議するよう努める。
通信事業者は、孤立発生時における通信確保体制を構築しておく。

３ 市の役割
⑴ （略）
⑵ 通信手段の確保、通信機器等が扱える人材育成及び使用方法の周知
⑶ （略）
⑷ 孤立状態に一定期間対応できる資機材（電源、水源、熱源等）の整備、物資の備蓄と事前配置の強化
⑸・⑹ （略）
⑺ 無人航空機等や衛星通信等の最新技術の導入や活用（平時の利活用含む）
⑻ 積雪期に備えた装軌車両の確保
⑼ 土砂災害、雪崩等の危険箇所の周知
⑽ 企業・事業所等との緊急支援体制
⑾ 「集団避難」の可能性がある場合の避難先や避難方法等についての考え方の確認
⑿ 関係資料（資料編を参照）

⑵ 各主体の責務
イ 市の責務
(ｱ) 孤立が予想される集落の通信手段の確保、施設・資機材（電源、熱源等）の整備、物資（食料、水、生活用
品）の備蓄等を行う。
（追加）

(ｲ) （略）
ウ 県の責務

県は、市（追加）の施設整備等（追加）を支援するとともに、関係機関とともに住民の救出・救助体制を整
備する。

⑶ 達成目標
エ 危険が迫った場合は、速やかに住民が安全な場所に（追加）避難できる。

⑷ 要配慮者に対する配慮
要配慮者が速やかに地区外へ避難できるよう、連絡体制、移動手段及び受入先を確保する。（追加）

（追加）

⑸ 積雪地域での対応
豪雪、雪崩による孤立の長期化、屋外避難の困難等を考慮し、指定避難所等の収容人員、暖房・調理用熱源・

燃料の確保に特に配慮する。

２ 市民及び企業等の役割
⑵ 地域の役割

災害発生時に、住民の安否確認、救出、初期消火、炊き出し等の実施、市への初期的な被害状況の報告、救援
の要請等を住民自らが行うため、自治会や自主防災組織等による（追加）防災訓練等を実施する。

⑶ 企業・事業所の役割
孤立予想集落の企業・事業所は、災害時の施設や資機材提供等の協力について、あらかじめ自治会や自主防災

組織等の住民組織と協議するよう努める。
（追加）

３ 市の役割
⑴ （略）
⑵ 通信手段の確保（追加）
⑶ （略）
⑷ （追加）資機材（電源、水源、熱源等）の整備及び物資の備蓄と事前配備（追加）
⑸・⑹ （略）
（追加）
⑺ 積雪期に備えた装軌車両の確保
⑻ 土砂災害、雪崩等の危険箇所の周知
⑼ 企業・事業所等との緊急支援体制
（追加）
⑽ 関係資料（資料編を参照）
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頁 内容 新 旧 修正理由

43

４ 県の役割
⑴ 孤立可能性の把握と防止対策の実施
ア 災害時等における孤立可能性がある集落の把握を市と連携して行い、関係機関と情報共有する。
イ 迂回路のない集落と周辺の集落・避難所等と接続する道路について、道路構造や、その距離、地形条件を整
理し、被災に伴う交通遮断の可能性の有無を事前に把握する。

ウ 被災によって交通遮断となる可能性のある道路を、市との役割分担を考慮し、災害に強い道路整備を行う。
⑵ 孤立集落の資機材整備や備蓄体制の強化に対する支援と最新技術の活用促進
ア 国の補助制度の活用や県単独の市町村補助により、自主防災組織及び消防団等の資機材等の整備や備蓄体制
の強化を支援する。

イ 物資輸送における無人航空機等や通信確保における衛星通信等の最新技術の導入や活用を促進する。
⑶ 積雪期のヘリコプター運用

積雪期のヘリコプターによる市民の救出、医療救護班の派遣、物資の補給方法等について、市及び消防本部等
と協議し、必要に応じて訓練を行う。

４ 県の役割
⑴ 孤立可能性の把握と防止対策の実施
（追加）
ア 迂回路のない集落と周辺の集落・避難所等と接続する道路について、道路構造や、その距離、地形条件を整
理し、被災に伴う交通遮断の可能性の有無を事前に把握する
イ 被災によって交通遮断となる可能性のある道路を、市との役割分担を考慮し、災害に強い道路整備を行う。

⑵ 孤立集落の資機材整備に対する支援
（追加） 国の補助制度の活用や県単独の市町村補助により、自主防災組織及び消防団等の資機材等の整備（追
加）を支援する。
（追加）

⑶ 積雪期でのヘリコプター運用
雪期のヘリコプターによる市民の救出、医療救護班の派遣、物資の補給方法等について、市及び消防本部等と

協議し、必要に応じて訓練を行う。
50

51

道路・橋
梁・トン
ネル等の
風水害対
策

１ 計画の方針
⑶ 計画の重点
ア 緊急輸送道路ネットワークの形成
(ｱ) １次緊急輸送道路

高速自動車国道と次の防災拠点を連絡する道路（県庁所在地、地方中心都市、重要港湾、空港等）
イ （略）
ウ 道路施設の耐震性の確保と関係機関の相互連絡体制の整備
(ｲ) 緊急輸送道路（削除）災害発生時の広域支援ルートの要となり、通行止めとなることで二次災害等の危険を
及ぼす路線であるため、（削除）特に重点的に取り組む。橋梁やトンネル、洞門等の重要構造物を点検し、耐
震性の低下を防止するための補強・修繕を実施するほか、重要箇所の盛土や斜面等の耐震性の確保に留意す
る。

２ 各道路管理者等の行う風水害対策
道路管理者等（削除）はその管理する道路について日常・臨時・定期点検等を行い道路施設の状況を正確に把握

し、災害予防のため必要な修繕や施設機能の強化などを実施する。
また、（削除）道路管理者等は、老朽化した道路施設について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な

維持管理に努める。
なお、被災時の道路機能を維持するため、代替性（リダンダンシー）が高い道路整備に努める。

⑴ 道路施設の整備・強化
イ 排水施設等の十分な能力の確保

風水害時にはアンダーパス部等の道路冠水により車両水没が発生し、また、道路横断樋管などの排水施設等
が機能不全に陥り道路冠水を引き起こすとともに、溢水が盛土等を浸食し被災することが多い。
こうした被害を防ぐため、アンダーパス部等の排水施設及び排水設備の補修等を推進するとともに、道路側

溝等の排水施設等には十分な通水能力を確保することや舗装の補修等により路面の冠水を防止する。日常点検
等により草木や土砂を取り除くなど適切に管理する。

ウ 橋梁・トンネル等重要構造物の対策
日常・臨時・定期点検等により、補修工事が必要な箇所は速やかに対策を施す。また、渡河部の道路橋や河

川に隣接する道路の流失により、被災地の孤立が長期化しないよう、洗掘防止や橋梁の架け替え等の対策を推
進する。

１ 計画の方針
⑶ 計画の重点
ア 緊急輸送道路ネットワークの形成
(ｱ) １次緊急輸送道路

高速自動車国道と次の防災拠点を連絡する一般国道（県庁所在地、地方中心都市、重要港湾、空港等）
イ （略）
ウ 道路施設の耐震性の確保と関係機関の相互連絡体制の整備
(ｲ) 緊急輸送道路及びその代替路線となる国道や県道は災害発生時の広域支援ルートの要となり、通行止めと
なることで二次災害等の危険を及ぼす路線であるため、は特に重点的に取り組む。橋梁やトンネル、洞門等
の重要構造物を点検し、耐震性の低下を防止するための補強・修繕を実施するほか、重要箇所の盛土や斜面
等の耐震性の確保に留意する。

２ 各道路管理者等の行う風水害対策
道路管理者等である市及び県、国土交通省、東日本高速道路㈱はその管理する道路について日常・臨時・定期点

検等を行い道路施設の状況を正確に把握し、災害予防のため必要な修繕や施設機能の強化などを実施する。
また、各道路管理者等は、老朽化した道路施設について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持

管理に努める。
なお、被災時の道路機能を維持するため、代替性（リダンダンシー）が高い道路整備に努める。

⑴ 道路施設の整備・強化
イ 排水施設等の十分な能力の確保

風水害時には（追加）道路横断樋管などの排水施設等が機能不全に陥り道路冠水を引き起こすとともに、溢
水が盛土等を浸食し被災することが多い。
こうした被害を防ぐため、（追加）道路側溝等の排水施設等には十分な通水能力を確保することや舗装の補

修等により路面の冠水を防止する。日常点検等により草木や土砂を取り除くなど適切に管理する。

ウ 橋梁・トンネル等重要構造物の対策
日常・臨時・定期点検等により、補修工事が必要な箇所は速やかに対策を施す。（追加）

県地域防
災計画の
反映
誤字修正



5

頁 内容 新 旧 修正理由
⑵ 防災体制の整備
イ 迅速な応急復旧体制の整備

関係行政機関や県と災害時の応援業務に関する協定を結んでいる?新潟県建設業協会や(一社)新潟県地質調
査業協会などは、被災時の迅速で的確な協力に備え、情報連絡体制や応急復旧のための人員や資機材（発動発
電機、投光器、初動のための自転車等）備蓄の体制を整備する。
また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等によって他の道路管理者及び関係機関と連携して、あ

らかじめ道路啓開等の計画を作成するものとし、必要い応じてその見直しを行う。

⑵ 防災体制の整備
イ 迅速な応急復旧体制の整備

関係行政機関や県と災害時の応援業務に関する協定を結んでいる?新潟県建設業協会や(一社)新潟県地質調
査業協会などは、被災時の迅速で的確な協力に備え、情報連絡体制や応急復旧のための人員や資機材（発動発
電機、投光器、初動のための自転車等）備蓄の体制を整備する。
また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置などによる道路管理者等相互の連携の下、道路啓開等の

計画を立案する。
65

66

防災通信
施設の整
備と風水
害対策

２ 市の役割
⑶ 新潟県総合防災情報システムの整備

災害時に被害の軽減を図るため、市と県との間において、迅速かつ的確な情報の伝達、収集、共有を行うため
の新潟県総合防災情報システムを整備する。
併せて、国等との情報共有を図るため、令和 6年 4 月より運用を開始した新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ

－ＷＥＢ）に情報を集約できるよう努めるものとする。

３ 県の役割
⑴ 新潟県総合防災情報システムの整備

県県内の防災関係情報を総合的に掌握して・提供して、災害発生時における県災害対策本部や市、防災機関の
意思決定を支援し、市民へ安全・安心情報を配信するため、新潟県総合防災情報システムの整備を図る。
併せて、国等との情報共有を図るため、令和 6年 4 月より運用を開始した新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ

－ＷＥＢ）に情報を集約できるよう努めるものとする。
⑵～⑸ （略）
⑹ 通信機器の配備及び調達体制の整備
ア （略）
イ 通信施設のバックアップ及び通信途絶地域で部隊や派遣職員等が活動する場合等を想定し、衛星携帯電話、
衛星通信を活用したインターネット、公共安全モバイルシステムなど、通信事業者の提供する情報伝達手段の
導入及び整備を図る。

ウ （略）
エ ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、ＳＡＲ衛星などにより、災害対策本部等に被災現場の状況画
像を発信できる通信ネットワークの構築を図る。

オ （略）

２ 市の役割
⑶ 新潟県総合防災情報システムの整備

災害時に被害の軽減を図るため、市と県との間において、迅速かつ的確な情報の伝達、収集、共有を行うため
の新潟県総合防災情報システムを整備する。
（追加）

３ 県の役割
⑴ 新潟県総合防災情報システムの整備

県内の防災関係情報を総合的に掌握して・提供して、災害発生時における県災害対策本部や市、防災機関の意
思決定を支援し、市民へ安全・安心情報を配信するため、新潟県総合防災情報システムの整備を図る。
（追加）

⑵～⑸ （略）
⑹ 通信機器の配備及び調達体制の整備
ア （略）
イ 通信施設のバックアップとして、衛星携帯電話、（追加）インターネット（追加）など、通信事業者の提供す
る情報伝達手段の導入及び整備を図る。

ウ （略）
エ ヘリコプターテレビ電送システム（追加）などにより、災害対策本部等に被災現場の状況画像を発信できる
通信ネットワークの構築を図る。

オ （略）

県地域防
災計画の
反映

70 電気通信
事業者の
風水害対
策

３ 設備面の災害予防
電気通信設備の公共性にかんがみ、災害時においても重要通信を確保できるよう平素から設備自体を物理的に強

固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備の設計（ケーブルの地中化含む）並びに基幹的設備の地理的分散及び安
全な設置場所の確保を図るものとし、特に、地方公共団体の庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮するものとする。
また、直接被害を受けなかった都市相互間の通信が途絶したり麻痺したりしないよう、通信網についてシステムと
しての信頼性の向上に努める。。

３ 設備面の災害予防
電気通信設備の公共性にかんがみ、災害時においても重要通信を確保できるよう平素から設備自体を物理的に強

固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備の設計（追加）並びに基幹的整備の地理的分散及び安全な設置場所の確
保を図る（追加）。また、直接被害を受けなかった都市相互間の通信が途絶したり麻痺したりしないよう、通信網に
ついてシステムとしての信頼性の向上に努める。

県地域防
災計画の
反映

87

88

危険物等
施設の風
水害対策

２ 事業者の役割
⑸ 毒物劇物貯蔵施設等

４ 県の役割
⑷ 毒物劇物貯蔵施設等安全対策

２ 事業者の役割
⑸ 毒物劇物貯蔵施設（追加）

４ 県の役割
⑷ 毒物劇物貯蔵施設（追加）安全対策

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由
90 火災予防

計画
１ 計画の方針
⑷ 要配慮者に対する配慮
イ 市は、消防本部と連携し、要配慮者が居住する住宅について、防火診断を重点的に実施し、住宅用火災警報
器等の設置及び維持管理の普及を図る。

１ 計画の方針
⑷ 要配慮者に対する配慮
イ 市は、消防本部と連携し、要配慮者が居住する住宅について、防火診断を重点的に実施し、住宅用火災警報
器等の（追加）普及を図る。

県地域防
災計画の
反映

98

99

100

救急・救
助体制の
整備

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
イ 市及び新発田警察署、消防本部、消防団は、それぞれ計画的に技術の向上及び資機材の整備充実並びに県と
の連絡体制を確保する。
なお、車両や資機材を小型・軽量化するなど、被災地の道路状況が悪い場合や海路・空路を活用して被災地

入りする場合も想定した救助用資機材の整備に留意する。

３ 市及び消防本部の役割
⑴ 消防団員の確保及び充実

市は、消防力の整備指針に基づく消防団員数の確保に努めるとともに、消防団員の連絡・参集体制の整備及び
資機材・拠点施設の整備充実並びに地域住民の協力を得て初動体制の確保に努める。
また、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう

努める。
⑵～⑺ （略）
⑻ 医療機関との情報交換及び緊急患者受入確認体制

同時多発する救急搬送について、迅速かつ的確に行うために、広域災害救急医療情報システムを活用する等、
医療機関との情報共有・伝達体制の確立を図る。
⑼～⑾ （略）
⑿ 緊急消防援助隊の要請及び受援

消防本部は、新潟県緊急消防援助隊受援計画に基づき、緊急消防援助隊応援部隊の円滑な受入れ及び的確な活
動指揮が行えるよう体制を整備する。
また、デジタル技術の活用による情報収集、分析などの指揮支援体制の強化のための施設・設備の整備等を推

進する。

４ 県の役割
⑵ 救急医療連絡体制の確立

広域災害救急医療情報システム等の整備充実を図り、行政、消防本部、医療機関等の連絡体制を確保する。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
イ 市及び新発田警察署、消防本部、消防団は、それぞれ計画的に技術の向上及び資機材の整備充実並びに県と
の連絡体制を確保する。
（追加）

３ 市及び消防本部の役割
⑴ 消防団員の確保及び充実

市は、消防力の整備指針に基づく消防団員数の確保に努めるとともに、消防団員の連絡・参集体制の整備及び
資機材（追加）の整備充実並びに地域住民の協力を得て初動体制の確保に努める。
（追加）

⑵～⑺ （略）
⑻ 医療機関との情報交換及び緊急患者受入確認体制

同時多発する救急搬送について、迅速かつ的確に行うために、新潟県緊急医療情報システムを活用する等、医
療機関との情報共有・伝達体制の確立を図る。

⑼～⑾ （略）
⑿ 緊急消防援助隊の要請及び受援

消防本部は、新潟県緊急消防援助隊受援計画に基づき、緊急消防援助隊応援部隊の円滑な受入れ及び的確な活
動指揮が行えるよう体制を整備する。
（追加）

４ 県の役割
⑵ 救急医療連絡体制の確立

新潟県救急医療情報システム等の整備充実を図り、行政、消防本部、医療機関等の連絡体制を確保する。

県地域防
災計画の
反映

102 医療救護
体制の整
備

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
イ 県の責務
(ｱ) 災害発生時に市、医療機関等からの支援要請等に迅速に対応するため、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、
災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、災害支援ナース、医療救護班及び医師等医療関係者の派遣体制整備を
行う。

⑶ 活動の調整
ア 県災害対策本部は、救護班の派遣調整等を行うため、新潟県医師会、日本赤十字社新潟県支部、新潟県歯科
医師会、新潟県薬剤師会、新潟県看護協会、新潟県栄養士会、新潟県災害リハビリテーション連絡協議会など
医療関係団体、新潟ＤＭＡＴ、新潟ＤＰＡＴ、基幹災害拠点病院（新潟大学医歯学総合病院、長岡赤十字病院）、

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
イ 県の責務
(ｱ) 災害発生時に市、医療機関等からの支援要請等に迅速に対応するため、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、
災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）（追加）医療救護班及び医師等医療関係者の派遣体制整備を行う。

⑶ 活動の調整
ア 県災害対策本部は、救護班の派遣調整等を行うため、新潟県医師会、日本赤十字社新潟県支部、新潟県歯科
医師会、新潟県薬剤師会、新潟県看護協会（追加）等の医療関係団体、新潟ＤＭＡＴ、新潟ＤＰＡＴ、基幹災
害拠点病院（新潟大学医歯学総合病院、長岡赤十字病院）、消防本部、自衛隊等と情報を共有、連絡調整できる

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由

104

105

106

消防本部、自衛隊等と情報を共有、連絡調整できるための体制を構築する。

２ 市民及び医療機関等の役割
⑵ 医療機関等の役割
キ 医療関係団体（県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県助産師会、県栄養士会、県災害リハ
ビリテーション連絡協議会等）
医療関係団体は、災害時における各団体の役割に応じたマニュアルを作成するとともに、ＪＭＡＴ（日本医

師会災害医療チーム）、ＪＤＡＴ（日本災害歯科支援チーム）、被災地支援薬剤師、災害支援ナース、ＪＤＡ－
ＤＡＴ（日本栄養士会災害支援チーム）、災害リハビリテーション支援チームなどの医療チーム等を迅速に派
遣できるよう、平時から体制を整えておくものとする。

４ 県の役割
⑵ 県医療救護班及び県歯科医療救護班等の派遣体制の整備

県は、災害発生時に市、医療機関等からの支援要請等に迅速に対応するため、県医療救護班及び県歯科医療救
護班の派遣体制の整備を行う。
ア 県医療救護班

県医療救護班は、原則として医師１名、看護師２名、薬剤師１名及び補助者１名の５名で構成し、全県で 30
班編成とする。

イ 県歯科医療救護班（新潟ＪＤＡＴを含む）
県歯科医療救護班は、原則として歯科医師１名、歯科衛生士２名及び補助者１名の４名で構成し、全県で 6

班編成とする。
⑶ （略）
⑷ 災害支援ナースの派遣体制の整備

県は、災害発生時に被災地域の看護医療活動を支援するため、災害支援ナースの派遣体制の整備を行う。
災害支援ナースは、原則として、看護師 2～3名で構成する。

⑸ （略）
⑹ （略）
⑺ （略）
⑻ （略）
⑼ （略）
⑽ （略）
⑾ （略）

ための体制を構築する。

２ 市民及び医療機関等の役割
⑵ 医療機関等の役割
キ 医療関係団体（県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県助産師会（追加）等）

医療関係団体は、災害時における各団体の役割に応じたマニュアルを作成するとともに、ＪＭＡＴ（日本医
師会災害医療チーム）、（追加）被災地支援薬剤師、災害支援ナース（追加）など（追加）医療チーム等を迅速
に派遣できるよう、平時から体制を整えておくものとする。

４ 県の役割
⑵ 県医療救護班及び県歯科医療救護班等の派遣体制の整備

県は、災害発生時に市、医療機関等からの支援要請等に迅速に対応するため、県医療救護班及び県歯科医療救
護班の派遣体制の整備を行う。
ア 県医療救護班

県医療救護班は、原則として医師１名、看護師２名、薬剤師１名及び補助者１名の５名で構成し、全県で 25
班編成とする。

イ 県歯科医療救護班（追加）
県歯科医療救護班は、原則として歯科医師１名、歯科衛生士２名及び補助者１名の４名で構成し、全県で８

班編成とする。
⑶ （略）
（追加）

⑷ （略）
⑸ （略）
⑹ （略）
⑺ （略）
⑻ （略）
⑼ （略）
⑽ （略）

112 避難体制
の整備

３ 市の役割
⑸ 避難場所、避難所等の指定
イ 指定に当たっての注意点
(ｵ) 避難者の誘致圏域及び人口に見合った面積を確保する。
なお、面積の目安は、避難場所（屋外）は１人当たり 1.0 ㎡とし、避難所（屋内）は避難者 1人当たり 3.5

～4㎡のスペースとすることに努める。
(ｶ) （削除）感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、災害発生前から防
災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよ
う努めること。

(ｷ) 避難所等の耐震性や、地域のハザード情報等も踏まえて、災害時に避難所として安全性について事前確認
に努める。

３ 市の役割
⑸ 避難場所、避難所等の指定
イ 指定に当たっての注意点
(ｵ) 避難者の誘致圏域及び人口に見合った面積を確保する。

なお、面積の目安は、避難場所（屋外）は１人当たり 1.0 ㎡とし、避難所（屋内）は避難者 1人当たり 3～
4㎡のスペースとすることに努める。

(ｶ) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時
から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討
するよう努めること。

（追加）

県地域防
災計画の
反映
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113

115

(ｸ) （略）
(ｹ) 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や、生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における
安全性やプライバシーの確保など、男女のニーズの違い、男女双方及び性的少数者の視点等に配慮した避難
所の運営に努める。

(ｺ) 住民主体による避難所運営を目指し、自主防災組織の活動の向上を図るとともに、女性の視点、妊婦、乳
幼児、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者の多様な視点を取り入れた避難所運営委員会等の体制作りに努
め、避難所環境や設備等の確保、運営体制づくりを推進すること。

(ｻ) （略）
(ｼ) 避難所予定施設には、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、
衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配
慮者にも配慮した避難の実施に必要な設備の整備に努めること。また、テレビ、ラジオ等被災者による災害
情報の入手に資する機器の整備に努める。

(ｽ)（略）
(ｾ)（略）
(ｿ)（略）
(ﾀ)（略）
(ﾁ)（略）
(ﾂ) 指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保するために、あらかじめ避難所内の空間配置図、
レイアウト図などの施設の利用計画を作成するよう努める。また、必要に応じ、換気、照明等の施設の整備
に努める。

(ﾃ) 避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、医療・保健等の 専門家等との定期的な情報交換や、高
齢者や妊産婦等の健康相談や口腔ケア等の保険医療体制の構築に努めるものとする。

ウ 即応体制の整備
(ｸ) （削除）感染症等発生時における自宅療養者等の避難について、災害発生前から県と必要な情報共有及び災
害時の避難対応（避難先の確保、避難方法、避難先での対応等）を調整し、連携して対応するよう努める。

(ｹ) 保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実施している状況把握の取組を円滑に行
うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個人
情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努める。

(ｺ) 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あら
かじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置する
こと等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める。

(ｻ) やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、
車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努める。その際、
車中泊を行うに当たっての健康上の留意点の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努める。

４ 県の役割
⑵ 市の避難体制整備の支援
ウ 避難場所、避難所等の確保への協力
(ｴ) （削除）感染症等（指定感染症及び新感染症を含む）発生時における自宅療養者等の避難について、災害
発生前から市と必要な情報共有及び災害時の避難対応（避難先の確保、避難方法、避難先での対応等）を調
整し、連携して対応するよう努める。

(ｵ) 住民主体による避難所運営を目指し、自主防災組織の活動の向上を図るとともに、女性の視点、妊婦、乳
幼児、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者の多様な視点を取り入れた避難所運営委員会等の体制作りにつ
いて市を支援する。

(ｷ) （略）
(ｸ) 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や、生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における
安全性やプライバシーの確保など、男女のニーズの違い、男女双方及び性的少数者の視点等に配慮した滞在
場所の運営に努める。

(ｹ) 要配慮者の多様なニーズに配慮した滞在場所の運営に努める。

(ｺ) （略）
(ｻ) 避難所予定施設には、貯水槽、井戸、（追加）仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、衛星
携帯電話（追加）等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な
設備の整備に努めること。また、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備に努め
る。

(ｼ) （略）
(ｽ) （略）
(ｾ) （略）
(ｿ) （略）
(ﾀ) （略）
（追加）

(ﾁ) 避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、医療・保健等の専門家等との定期的な情報交換（追加）
に努めるものとする。

ウ 即応体制の整備
(ｸ) 新型コロナウイルス感染症等の自宅療養者等の避難について、平時から県と必要な情報共有及び災害時の避
難対応（避難先の確保、避難方法、避難先での対応等）を調整し、連携して対応するよう努める。

（追加）

（追加）

（追加）

県の役割
⑵ 市の避難体制整備の支援
ウ 避難場所、避難所等の確保への協力
(ｴ) 新型コロナウイルス感染症等の自宅療養者等の避難について、平時から市と必要な情報共有及び災害時の
避難対応（避難先の確保、避難方法、避難先での対応等）を調整し、連携して対応するよう努める。

（追加）
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頁 内容 新 旧 修正理由
118

119

120

要配慮者
の安全確
保計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ) 新発田市避難行動要支援者避難支援プラン

市は、災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿を整備し、避難情報に関するガイドラインに基づき、「新
発田市避難行動要支援者避難支援プラン」等を作成するとともに、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援
計画である「新発田市避難行動要支援者避難個別支援プラン」を自主防災組織等と協力して策定する。また、
実際に避難訓練等を行うなど、県、防災関係機関、介護保険事業者、社会福祉施設等、地域住民及び要配慮
者を支援する者の協力を得ながら、地域社会全体で要配慮者の安全確保を図る体制づくりを行う。
（略）

イ 県の責務
県は、市、防災関係機関、関係団体、介護保険事業者、社会福祉施設等及び地域住民と協働して、要配慮者

の安全確保を図るこれらの機関の体制づくりを支援する。
特に、市に対しては、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考にした避難行動要支援

者の情報の収集・防災関係機関への提供及び避難行動要支援者一人ひとりの避難支援計画策定等のための体制
づくりの支援を行うとともに、その進捗状況、実効性等を確認する。
また、市における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点などの提示、研修会の実施及び地域の関

係者向けセミナーの開催等の取組を通じた支援に努めるものとする。
さらに、（略）

⑶ （略）
⑷ 公衆の出入りする事業所等における防火・防災管理体制の整備

多数の外国人や障害者等の利用が想定される駅・空港や競技場、旅館・ホテルなどの施設においては、外国人
や障害者等に配慮した情報伝達及び避難誘導が実施されるよう配慮する。

⑸ （略）

３ 市の役割
⑴ 避難行動要支援者の把握、情報の共有、啓発、訓練等

市は、防災担当課等と福祉担当課等との連携の下、平時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行
動要支援者名簿を作成し、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映
したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支
障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努める。
また、市は「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考にして、避難行動要支援者情報の収

集・共有、避難支援者の選定などを定めた「新発田市避難行動要支援者避難支援プラン」、避難指示等の判断・伝
達などを定めたマニュアル等を作成するとともに、避難行動要支援者の個別計画の策定に努める。この場合、例
えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するものとする。さらに、指定避難所の設置、
施設等のバリアフリー化、要配慮者向けの食料・備蓄等の確保を図る。作成した避難行動要支援者名簿及び個別
避難計画は、消防本部、新発田警察署、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、ＮＰＯ、自主防災組織等の避難
支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援実施者の同意を得ることにより、又は、市条
例の定めにより、あらかじめ提供するとともに、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協
力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実
施などの体制整備に努める。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じた上で、被災者支援業務の迅
速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に
検討するものとする。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ) 新発田市避難行動要支援者避難支援プラン

市は、災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿を整備し、避難情報に関するガイドラインに基づき、「新
発田市避難行動要支援者避難支援プラン」等を作成するとともに、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援
計画である「新発田市避難行動要支援者避難個別支援プラン」を自主防災組織等と協力して策定する。また、
実際に避難訓練等を行うなど、県、防災関係機関、介護保険事業者、社会福祉施設等及び地域住民（追加）
の協力を得ながら、地域社会全体で要配慮者の安全確保を図る体制づくりを行う。
（略）

イ 県の責務
県は、市、防災関係機関、関係団体、介護保険事業者、社会福祉施設等及び地域住民と協働して、要配慮者

の安全確保を図るこれらの機関の体制づくりを支援する。
特に、市に対しては、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考にした避難行動要支援

者の情報の収集・防災関係機関への提供及び避難行動要支援者一人ひとりの避難支援計画策定等のための体制
づくりの支援を行うとともに、その進捗状況、実効性等を確認する。
（追加）

また、（略）
⑶ （略）
（追加）

⑷ （略）

３ 市の役割
⑴ 避難行動要支援者の把握、情報の共有、啓発、訓練等

市は、防災担当課等と福祉担当課等との連携の下、平時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行
動要支援者名簿を作成し、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映
したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支
障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努める。
また、市は「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考にして、避難行動要支援者情報の収

集・共有、避難支援者の選定などを定めた「新発田市避難行動要支援者避難支援プラン」、避難指示等の判断・伝
達などを定めたマニュアル等を作成するとともに、避難行動要支援者の個別計画の策定に努める。（追加）さら
に、指定避難所の設置、施設等のバリアフリー化、要配慮者向けの食料・備蓄等の確保を図る。作成した避難行
動要支援者名簿及び個別避難計画は、消防本部、新発田警察署、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、（追加）
自主防災組織等の避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援実施者の同意を得るこ
とにより、又は、市条例の定めにより、あらかじめ提供するとともに、（追加）多様な主体の協力を得ながら、避
難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施などの体制整備
に努める。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由

121

122

123

⑵ 避難誘導・避難所の管理等
イ 避難所の設置・運営

市は、指定避難所の設置・運営に当たり、民生委員など福祉関係者や防災関係機関の連絡・協力を得ながら、
要配慮者へ配慮した対応を行う体制整備を図る。
また、地域の実情や必要に応じて、福祉関連施設等の指定により福祉避難所を確保するよう努める。

(ｱ) （略）
(ｲ) 避難所において、要配慮者の多様な視点を取り入れた体制づくりに努め、要配慮者に対して必要なスペー
スの確保、障がい者用仮設トイレ設置など、良好な生活環境の確保に十分に配慮するとともに、障がい者に
対して的確に情報が伝わるよう、様々な障がい特性に配慮した多様な情報伝達手段を確保に配慮する体制整
備を図る。

(ｳ)・(ｴ) （略）
(ｵ) 在宅や車中泊など、避難所外に避難する避難行動要支援者については、個別避難計画の作成により安否確
認する体制整備を図る。

⑷ 保健・福祉対策
ウ 福祉対策
(ｳ) 情報提供

市は県と連携し、災害に関する情報、医療・福祉・生活情報等が要配慮者の障がいの種類及び程度に応じ
て的確に提供されるように、掲示板、ファクシミリ、情報端末等の活用、報道機関との協力による新聞、ラ
ジオ、データ放送、字幕放送、手話付きテレビ放送等の利用等を行う体制の整備充実、設備又は機器の設置
の推進を図る。情報入手に困難を伴う視覚障がい者に対しては、点字、大活字又は音声により、聴覚障がい
者に対しては、文字又は手話等により、知的・発達障がい者に対しては、平易でわかりやすい言葉や、絵、
写真などにより情報提供が行われるよう支援する体制整備に努める。

(ｴ) 緊急の通報
障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことがで

きるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備推進を図る。

４ 県の役割
⑶ 保健・福祉対策
ア 実施体制の確保

県は、市からの応援要請に対して保健・福祉関係職員を派遣するとともに、災害の規模等によっては、国又
は他の都道府県等への応援要請を行う体制整備を図る。
また、必要があるときは、新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会に対してＤＷＡＴ（災害派遣福祉チ

ーム）の派遣を要請する。
イ （略）
ウ 福祉対策

市が行う要配慮者の実態把握、ニーズ把握、情報提供、生活相談、福祉サービスの提供(社会福祉施設、旅館
及びホテル等への緊急入所など)等に対して人的又は情報収集提供等で支援する体制整備を図る。
また、地域の実情や必要に応じて、福祉関連施設等の指定等により福祉避難所を確保するよう、市町村へ働

きかけるとともに、福祉避難所の運営に資する人材や備蓄物資の確保について、市町村や関係機関と連携して
取り組む。
旅館及びホテルの借上げについては、県が県旅館ホテル生活衛生同業組合と協定を締結し、事前確保の体制

整備を図る。
特に、報道機関と協力して、避難行動要支援者の障害の種類及び程度に応じて的確に情報提供されるように

⑵ 避難誘導・避難所の管理等
イ 避難所の設置・運営

市は、指定避難所の設置・運営に当たり、民生委員など福祉関係者や防災関係機関の連絡・協力を得なが
ら、要配慮者へ配慮した対応を行う体制整備を図る。
（追加）

(ｱ) （略）
(ｲ) 避難所において、（追加）要配慮者に対して必要なスペースの確保、障がい者用仮設トイレ設置など、良
好な生活環境の確保に十分に配慮するとともに、障害者に対して的確に情報が伝わるよう、様々な障がい
特性に配慮した（追加）伝達手段を確保する体制整備を図る。

(ｳ)・(ｴ) （略）
（追加）

⑷ 保健・福祉対策
イ 福祉対策
(ｳ) 情報提供

市は県と連携し、災害に関する情報、医療・福祉・生活情報等が要配慮者に的確に提供されるように、掲
示板、ファクシミリ、情報端末等の活用、報道機関との協力による新聞、ラジオ、データ放送、字幕放送、
手話付きテレビ放送等の利用等を行う体制（追加）整備（追加）を図る。情報入手に困難を伴う視覚障がい
者に対しては、点字、大活字又は音声により、聴覚障がい者に対しては、文字又は手話等により、知的・発
達障がい者に対しては、平易でわかりやすい言葉や、絵、写真などにより情報提供が行われるよう援する体
制整備に努める。

（追加）

４ 県の役割
⑶ 保健・福祉対策
ア 実施体制の確保

県は、市からの応援要請に対して保健・福祉関係職員を派遣するとともに、災害の規模等によっては、国又
は他の都道府県等への応援要請を行う体制整備を図る。
また、必要があるときは、新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会に対して災害福祉支援チームの派遣

を要請する。
イ （略）
ウ 福祉対策

市が行う要配慮者の実態把握、ニーズ把握、情報提供、生活相談、福祉サービスの提供(社会福祉施設、旅
館及びホテル等への緊急入所など)等に対して人的又は情報収集提供等で支援する体制整備を図る。
（追加）

旅館及びホテルの借上げについては、県が県旅館ホテル生活衛生同業組合と協定を締結し、事前確保の体制
整備を図る。
特に、報道機関と協力して、要配慮者に的確に情報提供されるように市を支援するとともに、情報入手に困

難を伴う視覚障がい者に対しては、点字、大活字又は音声により、聴覚障がい者に対しては、文字又は手話等
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頁 内容 新 旧 修正理由
市を支援するとともに、情報入手に困難を伴う視覚障がい者に対しては、点字、大活字又は音声により、聴覚
障がい者に対しては、文字又は手話等により情報提供が行われるよう市を支援する体制整備を図る。
また、児童の心の不安解消のため、児童相談所、学校等の関係機関による相談活動を行う体制整備を図る。
緊急の生活資金の必要な低所得者等の生活安定のため、生活資金等の貸付(特別)等の適切な措置を講ずる。

により情報提供が行われるよう市を支援する体制整備を図る。
また、児童の心の不安解消のため、児童相談所、学校等の関係機関による相談活動を行う体制整備を図る。
緊急の生活資金の必要な低所得者等の生活安定のため、生活資金等の貸付(特別)等の適切な措置を講ずる。

124

125

126

食料・生
活必需品
等の確保
計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市民の責務

市民（各家庭、企業・事業所、学校等）は、避難生活に必要なものは、自ら用意することを基本として、家
庭・企業・事業所内の備蓄や避難時の持ち出し品も備えておく。
災害発生から、交通状況を含む流通機構の回復が見込まれるまでの「最低３日、推奨１週間」分の必要な飲

料水、食料及び簡易トイレ等の生活必需品（以下「食料及び物資等」という）は、自らの備蓄で賄うことを原
則とする。

イ 市・県の責務
(ｵ) 市及び県は、民間事業者に委託可能な業務（物資の保管、荷捌き及び輸送）については、あらかじめ、民
間事業者との間で協定を締結し（削除）、輸送拠点として活用可能な（削除）施設を把握しておくなどの協
力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。また、災害時に物資の輸送拠点か
ら指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠
点を選定しておくよう努めるものとする。

(ｶ) 市及び県は、新物資システムを活用し、備蓄物資や物資の輸送拠点の登録に努めるとともに、あらかじめ、
登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続き
を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。

(ｷ) 市及び県は、交通の途絶等により地域が孤立した場合においても、食料・飲料水・医薬品等の救援物資の
緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとする。

(ｸ) （略）

⑶～⑹ （略）
⑺ 孤立可能性集落における対応
ア 市は、交通の途絶等により地域が孤立した場合に備え、集落共有の備蓄や保管場所の確保等、物資の供給体
制を事前に検討し、整備する。県は、市の体制整備を支援する。

イ 孤立発生時における、食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸
送手段の確保に努めるものとする。

２ 市民及び企業等の役割
⑴ 市民の役割
ア 各家庭において、食料及び物資等については、平時から家族の３日分、出来れば１週間分程度の物資等の備
蓄に努める。

３ 市の役割
⑴ 物資等の備蓄
ア 市・県の備蓄分担割合に基づき水、食料、生活必需品、毛布、携帯トイレ、簡易トイレ等応急対策に必要な
物資・資機材を備蓄する。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市民の責務

市民（各家庭、企業・事業所、学校等）は、（追加）

災害発生から、交通状況を含む流通機構の回復が見込まれるまでの「最低３日、推奨１週間」分の必要な飲
料水、食料及び（追加）生活必需品（以下「食料及び物資等」という）は、自らの備蓄で賄うことを原則とす
る。

イ 市・県の責務
(ｵ) 市及び県は、民間事業者に委託可能な業務（物資の保管、荷捌き及び輸送）については、あらかじめ、民間
事業者との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておく
などの協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。また、災害時に物資の輸
送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資
の輸送拠点を選定しておくよう努めるものとする。

(ｶ) 市及び県は、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、備蓄物資や物資の輸送拠点の登録に努めるとと
もに、あらかじめ、登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の
連絡先や開設手続きを関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に
努めるものとする。

（追加）

(ｷ) （略）

⑶～⑹ （略）
（追加）

２ 市民及び企業等の役割
⑴ 市民の役割
ア 各家庭において、（追加）家族の３日分、出来れば１週間分程度の物資等の備蓄に努める。

３ 市の役割
⑴ 物資等の備蓄
ア 市・県の備蓄分担割合に基づき食料及び物資等を備蓄する。

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由
４ 県の役割
⑴ 物資等の備蓄

市が供給又は緊急調達が困難な事態に備え、市・県の備蓄分担割合に基づき、上・中・下越及び佐渡の備蓄拠
点に水、食料、生活必需品、毛布、携帯トイレ、簡易トイレ等応急対策に必要な物資・資機材を備蓄する。

４ 県の役割
⑴ 物資等の備蓄

市が供給又は緊急調達が困難な事態に備え、市・県の備蓄分担割合に基づき、上・中・下越及び佐渡の備蓄拠
点に食料及び物資等を備蓄する。

132

133

文化財の
風水害対
策

１ 計画の方針
⑴ 基本方針
⑵ 各主体の責務
ア 文化財所有者及び管理責任者（以下、「文化財所有者等」という）の責務

文化財所有者等は、文化財の実態を常に把握し、風水害から文化財を保護するために、文化財の管理、防災
設備の設置及び保存環境の整備等に努める。

イ 市の責務
市は、適宜文化財調査を行うなど、その実態把握に努め、県の対応を踏まえた風水害への予防措置を講じる

とともに、文化財所有者等に対してもその指導・助言を行う。
ウ 県の責務

県は、文化財保護指導員の巡視報告や市からの情報提供などを通じて、文化財の保存管理状況の把握に努め
るととともに、市及び文化財所有者等に対し、風水害への予防措置等の指導・助言を行う。

⑶ 達成目標
イ 文化財所有者等は、文化財の実態を常に把握し、風水害から文化財を保護するために、文化財の修繕、防災
設備の設置及び保存環境の整備等に努める。

⑷ 文化財の種別毎の対策
ア 建造物

文化財所有者等は、修理・保存により建造物としての性能を維持するとともに、防災設備の設置や点検整備
及び耐震診断等を実施する。市及び県はそれを奨励するとともに、可能な限りの支援を行う。

イ 美術工芸品、有形文化財
文化財所有者等は、市及び県の指導・支援を受けながら、収蔵庫等保存施設の修理や設置を行うとともに、

保存・展示方法等についても随時検討を加え、被害を最小限度に抑える工夫をしていく。
ウ 史跡、名勝及び天然記念物

文化財所有者等は、定期的な巡視によって現状を把握し、暴風・洪水による倒壊・崩壊又はそれによる二次
災害等を防止するため、事前の措置を講じる。市及び県はそれを奨励するとともに、可能な限りの支援を行う。

２ 市民及び地域等の役割
⑴ 市民の役割

文化財の愛護に心がけ、文化財に異変が見られた場合には、文化財所有者等又は関係機関等へ速やかに連絡を
行う。

⑵ （略）
⑶ 文化財所有者等

（略）

３ 市の役割
⑴ 指定文化財への対策
ア 国及び県指定文化財

市内に所在する文化財の現状把握を行い、必要に応じて県に報告する。
また、その修理・修復に係る役割や災害時の対応等を、関係機関及び文化財所有者等と事前に調整し確認し

１ 計画の方針
（追加） 基本方針
⑵ 各主体の責務

ア 文化財所有者（追加）の責務
文化財所有者（追加）は、文化財の実態を常に把握し、風水害から文化財を保護するために、文化財の修

理、防災設備の設置及び保存環境の整備等に努める。
イ 市の責務

市は、適宜文化財調査を行うなど、その実態把握に努め、県の対応を踏まえた風水害への予防措置を講じ
るとともに、文化財所有者（追加）に対してもその指導・助言を行う。

ウ 県の責務
県は、文化財保護指導員の巡視報告や市からの情報提供などを通じて、文化財の保存管理状況の把握に努

めるととともに、市及び文化財所有者（追加）に対し、風水害への予防措置等の指導・助言を行う。
⑶ 達成目標
イ 文化財所有者（追加）は、文化財の実態を常に把握し、風水害から文化財を保護するために、文化財の修繕、
防災設備の設置及び保存環境の整備等に努める。

⑷ 文化財の種別毎の対策
ア 建造物

文化財所有者（追加）は、修理・保存により建造物としての性能を維持するとともに、防災設備の設置や点
検整備及び耐震診断等を実施する。市及び県はそれを奨励するとともに、可能な限りの支援を行う。

イ 美術工芸品、有形文化財
文化財所有者（追加）は、市及び県の指導・支援を受けながら、収蔵庫等保存施設の修理や設置を行うとと

もに、保存・展示方法等についても随時検討を加え、被害を最小限度に抑える工夫をしていく。
ウ 史跡、名勝及び天然記念物

文化財所有者（追加）は、定期的な巡視によって現状を把握し、暴風・洪水による倒壊・崩壊又はそれによ
る二次災害等を防止するため、事前の措置を講じる。市及び県はそれを奨励するとともに、可能な限りの支援
を行う。

２ 市民及び地域等の役割
⑴ 市民の役割

文化財の愛護に心がけ、文化財に異変が見られた場合には、（追加）所有者（追加）又は関係機関等へ速やかに
連絡を行う。

⑵ （略）
⑶ 文化財所有者及び管理責任者

（略）

３ 市の役割
⑴ 指定文化財への対策
ア 国及び県指定文化財

市内に所在する文化財の現状把握を行い、必要に応じて県に報告する。
また、その修理・修復に係る役割や災害時の対応等を、関係機関及び（追加）所有者・管理者と事前に調整

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由
ておく。

⑵ 未指定文化財への対策
文化財の所在情報を得ながら、文化財所有者等に対して、日常の保存・管理方法や災害時の対応についての支

援や助言を行う。

４ 県の役割
⑵ 未指定文化財への対策

文化財の所在情報を得ながら、文化財所有者等に対し、日常の保存・管理方法や災害時の対応について、市を
通じて支援や助言を行う。

し確認しておく。
⑵ 未指定文化財への対策

文化財の所在情報を得ながら、（追加）所有者・管理者に対して、日常の保存・管理方法や災害時の対応につい
ての支援や助言を行う。

４ 県の役割
⑵ 未指定文化財への対策

文化財の所在情報を得ながら、（追加）所有者・管理者に対し、日常の保存・管理方法や災害時の対応について、
市を通じて支援や助言を行う。

134 ボランテ
ィアの受
入体制の
整備

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

災害時における被災者の救援活動において大きな役割を果たす災害ボランティアの自主性・自立性を尊重しつ
つ組織的な活動が円滑に行われるよう、平常時から県及び関係機関と連携し、支援・協力体制について整備する。
なお、体制整備に当たっては、県内のボランティア組織をはじめとして、全国的に活動する組織や専門家の知

見を取り入れるよう努める。
（削除）

⑵ 達成目標

（削除）

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

災害時における被災者の救援活動において大きな役割を果たす災害ボランティアの自主性・自立性を尊重しつ
つ組織的な活動が円滑に行われるよう、（追加）県及び関係機関の支援・協力体制について整備する。
（追加）

⑵ 事前体制整備
ア 県は、平時から設置する新潟県災害ボランティア調整会議（以下「調整会議」という。）と協働で災害ボラン
ティアを受け入れる新潟県災害ボランティア支援センター（以下「県支援センター」という。）の体制を整備す
る。体制整備に当たっては、県内のボランティア組織をはじめとして、全国的に活動する組織や個人の知見を
取り入れるよう努める。

イ 新発田市社会福祉協議会は、市の協力を得ながら災害ボランティアを受け入れる新発田市災害ボランティア
センター（以下「ボランティアセンター」という。）の体制を整備する。
災害ボランティアの受入計画は概ね次による。

⑶ 達成目標

３ 県支援センターの役割
災害が発生し、ボランティア活動の可能性が考えられるとき、県民生活課長と調整会議座長が協議し、県支援セ

ンターを新潟県庁内に設置する。
⑴ 情報の受発信に係る体制の整備
ア 被災状況、各種の団体の活動状況などに関する、行政機関及び関係団体との情報交換を行う。
イ 被災地の外に向けた、寄付金・義援金や災害ボランティアの受入体制などの情報の発信を行う。
ウ マスコミや県外の行政機関、県内外の支援団体などの総合窓口

⑵ ボランティアセンターの立ち上げ支援体制の整備
ア ボランティアセンターだけでは対応できない課題の整理やニーズに対する支援要請について、連絡調整を行
える体制を整備する。

イ 調整会議構成団体のコーディネーター派遣などによる市災害ボランティアセンターの立ち上げ支援体制を
整備する。

県地域防
災計画の
反映

災害発生中 県と調整会議による意思決定、県支援センター設置運営、情報の受発信
避難指示解除後
24時間以内

調整会議構成団体による市への先遣隊派遣、ボランティアセンターの設置、被
災地のニーズの把握

避難指示解除後
２日以内

災害ボランティア受入広報の発信
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頁 内容 新 旧 修正理由
135 ２ 市の役割

⑴ 災害ボランティアの受入体制の整備
ア 災害ボランティアを受け入れる拠点を事前に指定する。
イ 災害ボランティアセンターの体制整備については、新発田市社会福祉協議会と協議する。

⑵ 市災害ボランティアセンターの設置・運営に向けた支援
ア 災害ボランティアセンターの設置・運営を支援する体制を整備する。
イ 災害ボランティアセンターと市災害対策本部との情報を共有するための体制を整備する。

⑶ 災害ボランティア活動に対する市民への普及啓発
防災訓練時などに、市民等の避難所の確認と併せ、災害ボランティア活動の重要性や活動内容等の普及啓発を

実施する。（削除）
⑷ ボランティア関係団体との連携

災害ボランティア活動が円滑・効果的に行われるよう、新発田市社会福祉協議会やボランティア関係団体との
連携強化を図る。

３ 県の役割
（削除）

⑴ 協力体制の確立
行政・社会福祉協議会・新潟県災害ボランティア調整会議構成団体等の連携により、災害時におけるボランテ

ィア活動の受入れ調整を行う体制や災害ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者のボランテ
ィアニーズ等の情報収集方策等について整備を図る。

⑵ 災害ボランティアセンターの設置・運営に向けた支援
被災者とボランティアを繋ぐ役割を担う災害ボランティアセンターが円滑に設置・運営できるように支援する。

⑶ 災害支援コーディネーターの養成支援
災害時における被災者のボランティアニーズは、広範かつ多量にわたることが予想され、災害ボランティア活

動が全体として効果的に行われることが必要であることから、こうした調整機能を担う災害支援コーディネータ
ーの養成を支援する。

４ 新発田市社会福祉協議会の役割
⑴ 災害ボランティアセンターの設置・運営体制の整備

訓練・研修を通じて、災害ボランティアセンターの設置・畝に体制を整備する。
⑵ 災害ボランティアセンターの設置・運営計画の作成
市と協議を行い、災害ボランティアセンターの設置・運営計画を定める。

⑶ ボランティア関係団体との連携
災害ボランティア活動が円滑・効果的に行われるよう、県内外の社会福祉協議会やボランティア関係団体との

連携強化を図る。

５ 県社会福祉協議会の役割
⑴ 災害ボランティアセンターの設置・運営に向けた支援
新発田市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターにおいて、ボランティアの受入れが円滑に進む

ような体制を整備できるように、訓練・研修を実施する。
⑵ 災害支援コーディネーターの養成
災害発生時において、ボランティアの需給調整や関係機関との連携調整等を行う災害支援コーディネーターを

養成するとともに、その資質の向上に努める。
⑶ ボランティア関係団体との連携
災害ボランティア活動が円滑・効果的に行われるよう、県内外の社会福祉協議会やボランティア関係団体との

４ 市の役割
⑴ 災害ボランティアの受入体制の整備
ア 災害ボランティアを受け入れる体育館等の公共施設を事前に指定する。
イ （追加）ボランティアセンターの体制整備については、新発田市社会福祉協議会と協議する。

⑵ 市災害ボランティアセンターの（追加）運営（追加）支援
ア （追加）ボランティアセンターへ職員を派遣するとともに、運営を支援する体制を整備する。
イ （追加）ボランティアセンターと市災害対策本部との情報を共有するための体制を整備する。

⑶ 災害ボランティア活動に対する市民への普及啓発
防災訓練時などに、市民等の避難所の確認と併せ、災害ボランティア活動の重要性や活動内容等の普及啓発に

努める。また、普及啓発の実施に当たっては、ボランティアとの協働に努める。
（追加）

５ 県の役割
県支援センターの体制支援

⑴ 県支援センターへのスペース等の提供、職員の派遣を行う。
⑵ 県支援センターを統括し、県災害対策本部との情報共有を図る。
⑶ 県外の行政機関や県内外の支援団体などとの調整を図るため、職員を配置できる体制を整備する。

３ 新発田市社会福祉協議会の役割
災害が発生し、ボランティア活動の可能性が考えられるとき、新発田市社会福祉協議会が主体となり、市災害対

策本部と協議して、ボランティアセンターを設置・運営する。
⑴ 災害ボランティアの受入れ計画の作成
ア 災害ボランティアの受入れに伴うボランティアセンターの運営計画を作成する。
イ ボランティアセンターの運営計画の作成において市との協議を行う。

⑵ ボランティアセンターの運営
ボランティアセンターの設置に伴う職員の派遣及びボランティアセンターの運営を行う。

（追加）
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頁 内容 新 旧 修正理由
連携強化を図る。

（削除）

６ 新潟県災害ボランティア調整会議の役割
災害ボランティア活動が円滑・効果的に行われるよう、構成団体間の連携体制の整備・ボランティア関連情報の

共有に努める。

６ 関係機関の役割
⑴ 新潟県社会福祉協議会
ア 県支援センターの設置に伴う職員の派遣及び同センターを支援する体制を整備する。
イ 県内外の社会福祉協議会等との調整を図り、ボランティアセンターの運営について支援する体制を整備する。

⑵ 日本赤十字社新潟県支部及び新潟県共同募金会
ア 県支援センターの設置に伴う職員の派遣及び同センターを支援する体制を整備する。
イ 他県の日本赤十字社の支部や他県の共同募金会との調整を図り、ボランティアセンターの運営について支援
する体制を整備する。

⑶ 県内ＮＰＯ及び（一社）新発田青年会議所
県支援センターやボランティアセンターの設置に伴う会員等の派遣及び運営について支援する体制を整備す

る。

（追加）

149 災害対策
本部の組
織・運営
計画

１ 計画の方針
⑴ 災害対策本部等の種類

市は、風水害等が発生した場合、又は被害が発生するおそれのある場合には、必要に応じて、災害対策基本法
に基づく「災害対策本部」又は、「警戒本部」を設置する。

※以下、本節において、地域安全課を所管する副市長を「防災監」、地域安全課長を「副防災監」という。

１ 計画の方針
⑴ 災害対策本部等の種類

市は、風水害等が発生した場合、又は被害が発生するおそれのある場合には、必要に応じて、災害対策基本法
に基づく「災害対策本部」又は、「警戒本部」を設置する。

※以下、本節において、（追加）副市長を「防災監」、地域安全課長を「副防災監」という。

新発田市
災害対策
本部運営
規程の改
正による
修正

設置区分 災害対策基本法に基づく対策本部 被害の発生に備えた対処等
名 称 ○○災害対策本部 ○○警戒本部
設 置 者 市長 副市長（防災監）
本 部 長 市長 副市長（防災監）
副 本 部 長 副市長（防災監）、副市長、教育長 地域安全課長（副防災監）
本 部 長 の
職 務 代 理

副本部長 地域安全課長（副防災監）

本 部 員 各対策部長、関係課長等 各対策部長、関係課長等
事務局の名称 ○○災害対策本部事務局 ○○警戒本部事務局
事 務 局 長 地域安全課長（副防災監） 地域安全課長（副防災監）

設置区分 災害対策基本法に基づく対策本部 被害の発生に備えた対処等
名 称 ○○災害対策本部 ○○警戒本部
設 置 者 市長 副市長（防災監）
本 部 長 市長 副市長（防災監）
副 本 部 長 副市長（防災監）、（追加）教育長 地域安全課長（副防災監）
本 部 長 の
職 務 代 理

副本部長 地域安全課長（副防災監）

本 部 員 各対策部長、関係課長等 各対策部長、関係課長等
事務局の名称 ○○災害対策本部事務局 ○○警戒本部事務局
事 務 局 長 地域安全課長（副防災監） 地域安全課長（副防災監）
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頁 内容 新 旧 修正理由
153 ２ 災害対策本部

⑵ 新発田市災害対策本部組織図
２ 災害対策本部
⑵ 新発田市災害対策本部組織図

【災害対策本部】

本部長 本部員

　市長 　対策部長

　　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長、商工振興課長

　　水道局長、総務課長、財務課長、みらい創造課長

　　市民まちづくり支援課長、農林水産課長、地域整備課長

副本部長

　副市長（防災監）

　副市長 　  

　教育長 　本部事務局長

　　地域安全課長(副防災監)

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局
防災会議連絡員室

　防災班、各対策部情報連絡員

【警戒本部会議（連絡調整会議）】
総合調整

警戒本部長

　副市長（防災監）

警戒副本部長

　地域安全課長（副防災監）

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局 防災会議

連絡員室　防災班、各対策部情報連絡員

対策部

※各班において、別表（第8条、第9条、第10条関係）の分掌事務の業務を行う。

本部員

　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長

　商工振興課長、水道局長、総務課長、財務課長

　みらい創造課長、市民まちづくり支援課長

　農林水産課長、地域整備課長
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【災害対策本部】

本部長 本部員

　市長 　対策部長

　　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長、商工振興課長

　　水道局長、総務課長、財務課長、みらい創造課長

　　市民まちづくり支援課長、農林水産課長、地域整備課長

副本部長

　副市長（防災監）

（追加） 　  

　教育長 　本部事務局長

　　地域安全課長(副防災監)

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局
防災会議連絡員室

　防災班、各対策部情報連絡員

【警戒本部会議（連絡調整会議）】
総合調整

警戒本部長

　副市長（防災監）

警戒副本部長

　地域安全課長（副防災監）

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局 防災会議

連絡員室　防災班、各対策部情報連絡員

対策部

※各班において、別表（第8条、第9条、第10条関係）の分掌事務の業務を行う。

本部員

　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長

　商工振興課長、水道局長、総務課長、財務課長

　みらい創造課長、市民まちづくり支援課長

　農林水産課長、地域整備課長
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頁 内容 新 旧 修正理由
154 ⑶ 災害対策本部の組織、運営等

イ 副本部長（防災監、副市長、教育長）
(ｲ) 本部長の職務を代理する副本部長の順序は、次のとおりとする。

第１順位：防災監
第２順位：副市長
第 3順位：教育長
第 4順位：副防災監（地域安全課長）

⑶ 災害対策本部の組織、運営等
イ 副本部長（防災監、（追加）教育長）
(ｲ) 本部長の職務を代理する副本部長の順序は、次のとおりとする。

第１順位：防災監
（追加）
第２順位：教育長
第３順位：副防災監（地域安全課長）

171

172

防災関係
機関の相
互協力体
制

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ) 市が被災したときは、被害状況等を迅速に把握し、災害応急対策を行う（削除）必要があると認めた場合
は速やかに応援又は職員派遣の要請を行うとともに、受入体制を確立する。

(ｲ) 他市町村が被災し、市が応援を求められたときは、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるよう
な災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。
なお、職員を派遣する場合は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。この際は、職員が現地
において自活できるような資機材や装備品等を携帯させるよう留意するものとする。

(ｳ)～(ｵ) （略）
(ｶ) 災害規模や被災地のニーズに応じて迅速・的確に国・県や他市町村等から応援を受けることができるよう、
あらかじめ庁内全体の受援担当者及び受援対象業務と当該業務の担当部署・担当者の設定並びに受援対象業
務に必要な執務スペースの確保に取り組むものとする。その際、（削除）含む感染症対策のため、適切な空間
の確保に配慮する。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に対して
紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空地など宿泊場所と
して活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。さらに、円滑な応援受け入れのため、応援・受援に
関する連絡・要請の手順、災対本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・
配置体制や資機材等の集積・輸送体制等の必要事項を応援計画や受援計画で定め、関係機関で共有する等、
必要な準備に努める。

イ 県の責務
(ｶ) 災害規模や被災地のニーズに応じて迅速・的確に国や他の地方公共団体から応援を受けることができるよ
う、あらかじめ庁内全体の受援担当者及び受援対象業務と当該業務の担当部署・担当者の設定並びに受援対
象業務に必要な執務スペースの確保に取り組むものとする。その際、（削除）感染症対策のため、適切な空間
の確保に配慮する。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に対して
紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空地など宿泊場所と
して活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。さらに、円滑な応援受け入れのため、応援・受援に
関する連絡・要請の手順、災対本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・
配置体制や資機材等の集積・輸送体制等の必要な事項を応援計画や受援計画で定め、関係機関で共有する等、
必要な準備を整える。

(ｷ) 市が災害対応能力を喪失等したときは、その機能を迅速かつ適切に支援する。なお、職員を派遣する場合、
地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。この際は、職員が現地において自活できる
ような資機材や装備品等を携帯させるよう留意するものとする。また、被災により市がその全部又は大部分
の事務を行うことが不可能になった場合には、応急措置を実施するため市に与えられた権限のうち、警戒区
域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、
又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用す
る権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ) 市が被災したときは、被害状況等を迅速に把握し、災害応急対策を行うため必要があると認めた場合は速
やかに応援又は職員派遣の要請を行うとともに、受入体制を確立する。

(ｲ) 他市町村が被災し、市が応援を求められたときは、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるよう
な災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。
なお、職員を派遣する場合は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。（追加）

(ｳ)～(ｵ) （略）
(ｶ) 災害規模や被災地のニーズに応じて迅速・的確に国・県や他地方公共団体から応援を受けることができる
よう、あらかじめ庁内全体の受援担当者及び受援対象業務と当該業務の担当部署・担当者の設定並びに受援
対象業務に必要な執務スペースの確保に取り組むものとする。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感
染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。（追加）さらに、円滑な応援受け入れのため、応援・受援に
関する連絡・要請の手順、災対本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・
配置体制や資機材等の集積・輸送体制等の必要事項を応援計画や受援計画で定め、関係機関で共有する等、
必要な準備に努める。

イ 県の責務
(ｶ) 災害規模や被災地のニーズに応じて迅速・的確に国や他の地方公共団体から応援を受けることができるよ
う、あらかじめ庁内全体の受援担当者及び受援対象業務と当該業務の担当部署・担当者の設定並びに受援対
象業務に必要な執務スペースの確保に取り組むものとする。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染
症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。（追加）さらに、円滑な応援受け入れのため、応援・受援に関
する連絡・要請の手順、災対本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配
置体制や資機材等の集積・輸送体制等の必要な事項を応援計画や受援計画で定め、関係機関で共有する等、
必要な準備を整える。

(ｷ) 市が災害対応能力を喪失等したときは、その機能を迅速かつ適切に支援する。なお、職員を派遣する場合、
地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。（追加）また、被災により市がその全部又は
大部分の事務を行うことが不可能になった場合には、応急措置を実施するため市に与えられた権限のうち、
警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは
禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しく
は収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並
びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、市に

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由

175

にある者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、市に代わって
行う。

(ｸ)～(ｺ) （略）
(ｻ) 県は、在宅避難者等の状況把握や支援等において、ボランティア、ＮＰＯ及び民間団体等と協力して行うな
ど、相互協力体制を構築しておくよう努める。

ウ その他の防災関係機関の責務
(ｱ)・(ｲ) （略）
(ｳ) 国［内閣府］は、内閣府調査チームを派遣した場合は、国［各省庁］にその旨を連絡し、国［各省庁］は、
その連絡を受け、被害状況を踏まえ、必要に応じ職員を現地に派遣するものとする。この際、国［各省庁］
は、職員が現地において自活できるような資機材や装備品等を携帯させるよう留意するものとする。

(ｴ) （略）
(ｵ) （略）
(ｶ) 道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復旧が行える
よう、関係機関との連携体制の整備・強化を図るものとする。

３ 業務の内容
⑴ 応急対策に関する応援等の要請

代わって行う。

(ｸ) ～(ｺ) （略）
（追加）

ウ その他の防災関係機関の責務
(ｱ)・(ｲ) （略））
（追加）

(ｳ) （略）
(ｴ) （略）
(ｵ) 速やかなインフラ復旧のため、インフラ事業者間で情報共有するなど連携に努める。

３ 業務の内容
⑴ 応急対策に関する応援等の要請

実施主体 対 策 協力依頼先
県知事 （略） 他の市町村長

北海道・東北ﾌﾞﾛｯｸ協定
締結県、五県協定締結
県（福島県、茨城県、栃
木県、群馬県）、三県協
定締結県（群馬県、埼玉
県）、中日本四県協定締
結県（長野県、山梨県、
静岡県）、富山県、石川
県、三重県、兵庫県、全
国知事会

指定行政機関の長、指
定地方行政機関の長、
指定公共機関、指定地
方公共機関

実施主体 対 策 協力依頼先
県知事 （略） 他の市町村長

北海道・東北ﾌﾞﾛｯｸ協定
締結県、五県協定締結
県（福島県、茨城県、栃
木県、群馬県）、三県協
定締結県（群馬県、埼玉
県）、中日本四県協定締
結県（長野県、山梨県、
静岡県）、富山県、石川
県、（追加）兵庫県、全
国知事会

指定行政機関の長、指
定地方行政機関の長、
指定公共機関、指定地
方公共機関
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頁 内容 新 旧 修正理由
179

180

181

気象情報
等伝達計
画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
イ 市の責務

市は、気象等の特別警報・警報・注意報について、県、消防庁、ＮＴＴ及び関係機関から通報を受けたとき
又は自ら知ったときは、関係機関に通報するとともに、市民等に周知する。特に、気象等の特別警報について
通知を受けたとき又は自ら知ったときは、市民が主体的かつ適切な避難行動がとれるよう、直ちに緊急告知Ｆ
Ｍラジオ、エリアメール・新発田あんしんメール、広報車等により市民に周知する。また、（削除）関係機関及
び市民その他関係のある公私の団体に、直ちに通知された事項を周知させる措置をとらなければならない。

ウ 県の責務
県は、新潟地方気象台から災害に関する予報又は警報の通知を受けたときは、直ちに市に通知するよう努め

る。特に、気象等の（削除）特別警報の通知を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに市へ通知しなければ
ならない。

３ 業務の内容
⑴ 特別警報・警報・注意報及び気象情報等
ウ 気象情報等
(ｱ) 全般気象情報、北陸地方気象情報、新潟県気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかける場合や、特別警報・
警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。
大雨特別警報が発表されたときには、その内容を補足する「記録的な大雨に関する○○※気象情報」（※○○

には｢全般｣｢北陸地方｣｢新潟県｣のいずれかが入る）という表題の気象情報が速やかに発表される。大雨による
災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いてい
るときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する○○※情報」、（削除）と
いう表題の気象情報が発表される。また、「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降
水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度前から、気象情報において、「線
状降水帯」というキーワードを使って呼びかけが行われる。
大雪による大規模な交通障害の発生するおそれが高まり、一層の警戒が必要となるような短期間の大雪とな

ることが見込まれる場合、「顕著な大雪に関する新潟県気象情報」という表題の気象情報が発表される。また、
降雪が大雪警報の基準を大幅に上回り、一層の警戒が必要となる場合には、「除雪が困難となる積雪になって
おり」等の表現を用いた新潟県気象情報が発表される。
大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差し迫っている場合に一層の

警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述せず、見出し文のみの全般・地
方・府県気象情報が発表される場合がある。
(ｲ) （略）
(ｳ) 記録的短時間大雨情報
新潟県内で大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクルの「危険」(紫)が出現し、かつ数年に一度程

度しか発生しないような猛烈な雨（1時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダ
ーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、
土砂災害及び、低い土地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降ってい
る状況せあり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要がある。
(ｴ)・(ｵ) （略）
(ｶ) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等
・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
イ 市の責務

市は、気象等の特別警報・警報・注意報について、県、消防庁、ＮＴＴ及び関係機関から通報を受けたとき
又は自ら知ったときは、関係機関に通報するとともに、市民等に周知する。特に、気象等の特別警報について
通知を受けたとき又は自ら知ったときは、市民が主体的かつ適切な避難行動がとれるよう、直ちに緊急告知Ｆ
Ｍラジオ、エリアメール・新発田あんしんメール、広報車等により市民に周知する。また、気象等の特別警報
の通知を受けたときは、関係機関及び市民その他関係のある公私の団体に、直ちに通知された事項を周知させ
る措置をとらなければならない。

ウ 県の責務
県は、新潟地方気象台から災害に関する予報又は警報の通知を受けたときは、直ちに市に通知するよう努め

る。特に、気象等の警報・特別警報の通知を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに市へ通知しなければな
らない。

３ 業務の内容
⑴ 特別警報・警報・注意報及び気象情報等
ウ 気象情報等
(ｱ) 全般気象情報、北陸地方気象情報、新潟県気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注
意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。
雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大雨

に関する新潟県気象情報」、「記録的な大雨に関する北陸地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情
報」という表題の気象情報が発表される。大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降
水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って
解説する「顕著な大雨に関する新潟県気象情報」、「顕著な大雨に関する北陸地方気象情報」、「顕著な大雨に関
する全般気象情報」、という表題の気象情報が発表される。（追加）大雪による大規模な交通障害の発生するお
それが高まり、一層の警戒が必要となるような短期間の大雪となることが見込まれる場合、「顕著な大雪に関
する新潟県気象情報」という表題の気象情報が発表される。また、降雪が大雪警報の基準を大幅に上回り、一
層の警戒が必要となる場合には、「除雪が困難となる積雪になっており」等の表現を用いた新潟県気象情報が
発表される。
（追加）

(ｲ) （略）
(ｳ) 記録的短時間大雨情報

新潟県内で大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクルの「危険」(紫)が出現し、かつ数年に一度
程度しか発生しないような猛烈な雨（1時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レー
ダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに、気象庁から発表される。この情報が発表されたと
きは、土砂災害及び、低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っ
ている状況せあり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要がある。

(ｴ)・(ｵ) （略）
(ｶ) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等
・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由

182

183

（略）
・「災害切迫」（黒）
命の危機があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベル 5に相当。

・「危険」（紫）
危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル 4に相当。

・「警戒」（赤）
高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル 3に相当。。

・「注意」（黄）
（略）

・流域雨量指数の予測値
各河川の上流域での降雨による下流の対象地点の洪水危険度（大河川においては、その支川や下水道の

氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危
険度を色分けした時系列で示す情報。流域内における雨量分布の実況と 6時間先までの（削除）予測（解
析雨量及び降水短時間予報等）を用いて常時 10分ごとに更新している。

・浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）
（略）

・「災害切迫」（黒）
命の危機があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベル 5に相当。

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分布情報）
（略）
・「災害切迫」（黒）
命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベル 5に相当

・「（削除）危険」（（削除）紫）
危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。

・「警戒」（赤）
高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル３に相当。

・「注意」（黄）
（略）

エ・オ （略）
カ 新潟地方気象台の業務
(ｱ) 一般の利用に適合する特別警報・警報・注意報等の伝達

新潟地方気象台は、気象警報等（削除）を発表、切替え、解除したときは、気象警報等の伝達系統図によ
り、市等の関係機関へ速やかに専用通信施設又は公衆通信施設により伝達する。

（略）
・「災害切迫」（黒）
災害が発生又は切迫していることを示す警戒レベル 5 に相当。
・「危険」（紫）
危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4 に相当。

・「警戒」（赤）
高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル 3 に相当。。

・「注意」（黄）
（略）

・流域雨量指数の予測値
指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の上流域での降雨による

下流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分け
した時系列で示す情報。（追加）6 時間先までの雨量分布の予測（（追加）降水短時間予報等）を用いて常時
10 分ごとに更新している。
・（追加）大雨警報（浸水害）の危険度分布
（略）

（追加）

・（追加）洪水警報の危険度分布情報
（略）

（追加）

・「非常に危険」（うす紫）
避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
・「警戒」（赤）
高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。

・「注意」（黄）
（略）

エ・オ （略）
カ 新潟地方気象台の業務
(ｱ) 一般の利用に適合する特別警報・警報・注意報等の伝達

新潟地方気象台は、気象警報等（鉄道、電気事業等に適合するための警報を除く）を発表、切替え、解除
したときは、気象警報等の伝達系統図により、市等の関係機関へ速やかに専用通信施設又は公衆通信施設に
より伝達する。
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頁 内容 新 旧 修正理由
187 洪 水 予

報・水防
警報伝達
計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 国及び県の責務
(ｱ) 洪水予報河川

流域面積の大きい河川で洪水により相当な損害が予想されるものについては国・県が洪水予報河川に指定
し、気象庁と共同して、洪水のおそれがあるときは河川の水位又は流量を市に通知するとともに、必要に応
じて報道機関の協力を求めて一般に周知する。
また、国が取得した洪水予報河川に関する予測水位情報を県が必要とする場合は提供を求めることができ
る。国は予測水位情報の提供の求めがあった場合は、気象庁と県に提供する。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 国及び県の責務
(ｱ) 洪水予報河川

流域面積の大きい河川で洪水により相当な損害が予想されるものについては国・県が洪水予報河川に指定
し、気象庁と共同して、洪水のおそれがあるときは河川の水位又は流量を市に通知するとともに、必要に応
じて報道機関の協力を求めて一般に周知する。
（追加）

県地域防
災計画の
反映

192 災害時の
通信確保

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 防災関係機関、通信事業者等の責務

市又は県から要請があった場合は、通信の確保に協力する。
通信事業者は、速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害、復旧の状況や見通し、代替的に利用

可能な通信手段等について、関係機関及び県民に対してわかりやすく情報提供（ホームページのトップページ
への掲載、地図による障害エリアの表示等）する。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 防災関係機関、通信事業者等の責務

市又は県から要請があった場合は、通信の確保に協力する。
通信事業者は、速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況等を関係機関に共有する。

県地域防
災計画の
反映

198

199

201

被災状況
等収集伝
達計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 県の責務
(ｲ) 被害が発生した場合、天候状況等を勘案しながら、消防防災ヘリコプターを出動させ、上空からの目視及び
画像撮影（ヘリコプターによる画像電送を含む。）等により被災地情報を収集する。また、必要に応じて自衛
隊、第九管区海上保安本部、北陸地方整備局、ＪＡＸＡ等に対してヘリコプター、無人航空機、高所監視カ
メラ、巡視船艇、人工衛星等による情報収集を依頼する｡

⑶～⑺ （略）
⑻ 携帯電話事業者に対する位置情報要請

県災害対策本部及び市町村災害対策本部を含む救助機関は、生命又は身体に対する重要な危険が切迫し、位置
情報取得が不可欠であると認められる場合、救助の目的のため、携帯電話事業者に対する位置情報要請を積極的
に活用する。

３ 業務の内容
⑵ 連絡体制

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 県の責務
(ｲ) 被害が発生した場合、天候状況等を勘案しながら、消防防災ヘリコプターを出動させ、上空からの目視及び
画像撮影（ヘリコプターによる画像電送を含む。）等により被災地情報を収集する。また、必要に応じて自衛
隊、第九管区海上保安本部、北陸地方整備局、ＪＡＸＡ等に対してヘリコプター、（追加）巡視船艇、人工衛
星等による情報収集を依頼する｡

⑶～⑺ （略）
（追加）

３ 業務の内容
⑵ 連絡体制

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
県 １・２ （略）

３ 収集された災害関連情報等を集約し、総合防災情報システ
ム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等を活用して、応急対策推進に係わ
る防災関係機関に還元するとともに、報道機関等を通じて広
報する｡

実施主体 対 策 協力依頼先
県 １・２ （略）

３ 収集された災害関連情報等を集約し、（追加）応急対策推
進に係わる防災関係機関に還元するとともに、報道機関等を
通じて広報する｡
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頁 内容 新 旧 修正理由
211

214

広報計画 ４ 災害発生時の各段階における広報
⑴ 災害発生直前

６ 市民等からの問い合わせに対する対応
市、県は、被災者の安否について市民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害することの

ないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない
範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。
この場合において、市、県は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防本

部、県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。
なお、被災者の中に、DV・ストーカー・児童虐待等の被害者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られ

ることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。

４ 災害発生時の各段階における広報
⑴ 災害発生直前

６ 市民等からの問い合わせに対する対応
市、県は、被災者の安否について市民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害することの

ないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない
範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。
この場合において、市、県は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防本

部、県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。
なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれがある者等が含まれ

る場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。

県地域防
災計画の
反映

215 住民等避
難計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市民及び企業等の責務
(ｲ) 市が発表する避難情報を正しく理解し、的確に行動する。
※ 「平成 30 年７月豪雨」を教訓として、市民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、洪水等、土砂災
害、高潮を対象とした避難情報については、令和元年６月１日から防災情報を５段階の警戒レベルにより
提供しており、さらに、令和 3年 5 月に運用等が見直された。

イ 市の責務
(ｳ) 避難指示等の伝達体制は避難情報に関するガイドラインに従い、Ｌアラート（災害情報共有システム）の
活用や関係事業者等の協力を得つつ、市の広報車、消防団車両、㈱エフエムしばたによる緊急割込放送（緊
急告知ＦＭラジオ含む。）、携帯電話によるメール、自治会長等向け情報配信システム、スマートフォン用ア
プリなど、多様な手段を併用して、一斉・迅速・確実に行う。危険が急迫した状況で、通常の手段による伝
達が困難な場合は、県内放送機関に対する緊急放送の要請を県に依頼する。
また、市が、全県波放送局に緊急情報を提供する場合は、「新潟県緊急情報伝達連絡会」の情報伝達ルー

ト及び手段による。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市民及び企業等の責務
(ｲ) 市が発表する避難情報を正しく理解し、的確に行動する。
※ 「平成 30 年７月豪雨」を教訓として、市民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、（追加）令和元年
６月１日から防災情報を５段階の警戒レベルにより提供している。

イ 市の責務
(ｳ) 避難指示等の伝達体制を整備し、Ｌアラート（災害情報共有システム）の活用や関係事業者等の協力を得
つつ、市の広報車、消防団車両、㈱エフエムしばたによる緊急割込放送（緊急告知ＦＭラジオ含む。）、携帯
電話によるメール、自治会長等向け情報配信システム、スマートフォン用アプリなど、多様な手段を併用し
て、一斉・迅速・確実に行う。危険が急迫した状況で、通常の手段による伝達が困難な場合は、県内放送機
関に対する緊急放送の要請を県に依頼する。
また、市が、全県波放送局に緊急情報を提供する場合は、「新潟県緊急情報伝達連絡会」の情報伝達ルート

及び手段による。

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
新潟地方気象台 ア 気象実況、数値予報等の分析により災害が発生する危険

性がある場合には、風、降雨等の気象状況及びその警報又は
注意報を県及び各報道機関に気象情報伝送処理システム
（アデス）や防災情報提供システム等で直ちに配信する。

イ （略）

市、県、報道機関
実施主体 対 策 協力依頼先

新潟地方気象台 ア 気象実況、数値予報等の分析により災害が発生する危険
性がある場合には、風、降雨等の気象状況及びその警報又は
注意報を県及び各報道機関に（追加）防災情報提供システム
等で直ちに配信する。

イ （略）

市、県、報道機関
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頁 内容 新 旧 修正理由
226

227

避難所運
営計画

１ 計画の方針
⑷ 避難所運営の留意点
ア 一般的事項
(ｳ) 運営体制の構築に当たっては、女性、妊産婦、乳幼児、高齢者、障がい者、外国人等の多様な視点を取り入
れた体制構築を推進する。また、配置人員の役割分担を明確にする。

(ｴ) 避難者に栄養バランスのとれた適温の食事・食料及び生活必需品を提供する。性別、年齢、障がい等に基
づく様々なニーズに対応するよう努める。また、避難所で生活せず食事のみ受け取りに来る被災者等にも配
慮する。

(ｵ) 避難者 1人当たり 3.5～4㎡のスペースを目安として、家族単位で区画を確保し、感染症対策やプライバシ
ー保護の観点から、避難所開設当初から、パーティション、段ボールベッド等を設置するよう努める。また、
避難所内には通路を設置し、パーティションが設置できない場合には、避難者の区画間をできるだけ 2ｍ（最
低 1ｍ）空けることを意識するよう努める。

(ｶ) （略）
(ｷ) トイレは仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレ
ーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努める。また、この際、トイレは男女別とし、女性用ト
イレと男性トイレの比率は３：１とするとともに、高齢者や障がい者等に配慮し、洋式便器の配置に努める。
なお、災害発生当初は避難者約 50 人当たり 1基、避難が長期化する場合には約 20人当たり 1基、トイレ

の平均的な使用回数は 1日 5回（削除）として、備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成する（削除）。
(ｸ) （略）
(ｹ) 避難者による自治組織の結成を促し、段階的に避難者自身による自主的な運営に移行するよう努める。こ
の際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避
難者を支えることができるよう留意すること。

(ｺ) 入浴施設、洗濯設備の設置や、それらに必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、避難の長期化に
応じた避難所環境の整備に努める。

(ｻ)・(ｼ) （略）
(ｽ) 市は、指定避難所における（削除）感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難
スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置や福祉的な支援を講じるよう努める。

(ｾ) （略）
(ｿ) 県及び市は、衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ)等の派遣を迅
速に要請する。

(ﾀ) （略）
(ﾁ) （略
(ﾂ) 市は、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れるとともに、
避難所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努める。

(ﾃ) 市は、必要に応じ、被災者支援等の観点から家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣
医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。

イ 男女共同参画及び性的少数者の視点に立った避難所運営
(ｶ) 夜間の授乳、夜泣き対応のための個室の確保など女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努め
る。

⑸ 要配慮者への配慮
ア 避難所での配慮
(ｳ) 高齢者や妊産婦等の健康相談や口腔ケア等の保健医療体制の構築に努める。

１ 計画の方針
⑷ 避難所運営の留意点
ア 一般的事項
(ｳ) 運営体制の構築を行い、各配置人員の役割分担を明確にする。
(ｴ) 避難者に（追加）食料及び生活必需品を提供する。性別、年齢、障がい等に基づく様々なニーズに対応する
よう努める。また、避難所で生活せず食事のみ受け取りに来る被災者等にも配慮する。

(ｵ) 避難者 1 人当たり 3～4 ㎡のスペースを目安として、家族単位で区画を確保し、感染症対策やプライバシ
ー保護の観点から、（追加）パーティション、段ボールベッド等の設置に努める。また、避難所内には通路
を設置し、パーティションが設置できない場合には、避難者の区画間をできるだけ 2ｍ（最低 1ｍ）空ける
ことを意識するよう努める。

(ｶ) （略）
(ｷ) トイレは仮設も含めて男女別とし、女性用トイレを多く設置するとともに、高齢者や障がい者等に配慮し、
洋式便器の配置に努める。
なお、災害発生当初は避難者約 50 人当たり 1 基、避難が長期化する場合には約 20人当たり 1 基、トイ

レの平均的な使用回数は 1 日 5 回を一つの目安として、備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成することが
望ましい。

(ｸ) （略）
(ｹ) 避難者による自治組織の結成を促し、段階的に避難者自身による自主的な運営に移行するよう努める。（追
加）

(ｺ) 入浴施設（追加）の設置（追加）など、避難の長期化に応じた避難所環境の整備に努める。

(ｻ)・(ｼ) （略）
(ｽ) 市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康管理や避難
所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。

(ｾ) （略）
（追加）

(ｿ) （略）
(ﾀ) （略）
（追加）

(ﾁ) 市は、必要に応じ、（追加）家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取
扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。

イ 男女共同参画及び性的少数者の視点に立った避難所運営
(ｶ) 夜間の授乳、夜泣き対応のための部屋の確保など女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努め
る。

⑸ 要配慮者への配慮
ア 避難所での配慮
(ｳ) 要配慮者のニーズに応じて、生活や健康状態に影響の少ないスペースの確保に努める。

例）トイレに近い場所や通路や廊下等に出やすい場所、おむつ交換のできる場所個室など

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由

230

231

(ｵ) 県は、避難所の要配慮者の生活機能の低下の防止等のため、必要に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡ
Ｔ）や災害支援ナースを避難所へ派遣する。

イ 福祉避難所の開設
(ｲ) 福祉避難所には、障がい者・高齢者の介護のために必要な人員を配置するとともに、妊産婦や乳幼児等にも
配慮した資機材等を配備する。

⑷ 避難所開設後の業務
ア 地震発生後 24時間以内の業務

イ 地震発生後３日目以内の業務

（追加）

イ 福祉避難所の開設
(ｲ) 福祉避難所には、障がい者・高齢者の介護のために必要な人員を配置し、資機材等を配備する。

⑷ 避難所開設後の業務
ア 地震発生後 24時間以内の業務

イ 地震発生後３日目以内の業務

実施主体 対 策 協力依頼先
市 １ （略）

２ 避難者の状況把握（～６時間）
ア 事前に作成した避難所レイアウトに沿って避難者を
誘導

イ 避難者名簿の作成・報告
ウ 避難者ニーズの把握・報告
エ 避難所備蓄物資の提供
オ 避難所運営委員会等の設置

３ 外部からの応援受入開始（～12時間）
ア～ウ （略）
エ 仮設トイレ等の設置
オ～ク （略）

４ （略）

（略）

県 １ （略）
２ 避難所運営の応援（～12時間）
ア～ウ （略）
エ 仮設トイレ等の手配
オ～カ （略）

３ （略）

市、協定締結道県、協定
企業等、県ﾄﾗｯｸ協会、災
害拠点病院等、県看護
協会、県医師会等、障が
い者施設､介護事業者
等

実施主体 対 策 協力依頼先
市 避難所の拡張・充実

ア 屋外避難者へのテント等提供
イ 避難所環境の改善（避難所開設時からパーティショ
ン、段ボールベッド等を設置）

ウ 避難者による自治組織編成

県災対本部

自治会、避難者

実施主体 対 策 協力依頼先
市 １ （略）

２ 避難者の状況把握（～６時間）
（追加）

ア 避難者名簿の作成・報告
イ 避難者ニーズの把握・報告
ウ 避難所備蓄物資の提供
エ 避難所運営委員会等の設置

３ 外部からの応援受入開始（～12時間）
ア～ウ （略）
エ 仮設トイレ（追加）設置
オ～ク （略）

４ （略）

（略）

県 １ （略）
２ 避難所運営の応援（～12時間）
ア～ウ （略）
エ 仮設トイレ（追加）の手配
オ～カ （略）

３ （略）

市、協定締結道県、協定
企業等、県ﾄﾗｯｸ協会、災
害拠点病院等、県看護
協会、県医師会等、障が
い者施設､介護事業者
等

実施主体 対 策 協力依頼先
市 避難所の拡張・充実

ア 屋外避難者へのテント等提供
イ 避難所環境の改善（パーティション、間仕切り等設
置）

ウ 避難者による自治組織編成

県災対本部

自治会、避難者
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頁 内容 新 旧 修正理由
232 避難所外

避難者の
支援計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 県の責務

県は、市が行う避難所外避難者の状況調査に協力する。また、市からの要請に基づき、ボランティアやＮＰ
Ｏ、民間支援団体等の関係機関に支援を要請する。

⑷ 要配慮者に対する配慮
個別避難計画等の安否確認体制を活用し、要配慮者の所在や安否の確認を行うとともに、指定避難所外に避難

した要配慮者は、できるだけ早く指定避難所、福祉施設又は医療機関へ移送する。
⑸ （略）
⑹ 在宅避難者等の支援拠点への対応

在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資
の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供する。

⑺ 車中泊避難を行うためのスペースへの対応
車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行うためのスペースの避難者数、食料等

の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を、車中泊
避難を行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必
要な支援の実施等に配慮するよう努める。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 県の責務

県は、市が行う避難所外避難者の状況調査に協力する。また、市からの要請に基づき、関係機関に支援を要
請する。

⑷ 要配慮者に対する配慮
（追加）避難所外に避難した避難行動要支援者は、できるだけ早く指定避難所、福祉施設又は医療機関へ移送
する。

⑸ （略）
（追加）

（追加）

県地域防
災計画の
反映

235 自衛隊の
災害派遣
計画

３ 自衛隊の災害派遣要請手続き及び県、自衛隊の派遣要請連絡窓口等
⑶ 県の自衛隊災害派遣担当窓口

３ 自衛隊の災害派遣要請手続き及び県、自衛隊の派遣要請連絡窓口等
⑶ 県の自衛隊災害派遣担当窓口

県の組織
改正によ
る修正担当窓口 新潟県防災局危機対策課災害対策係

住所 〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１

ＮＴＴ回線
TEL：025-285-5511（代表） 内線 6434・6435・6436
TEL：025-282-1638（直通） FAX：025-282-1640

地域衛星通信ネットワーク 8-40120-（6434・6435・6436） FAX：8-401-881

担当窓口 新潟県防災局危機対策課危機対策第 1
住所 〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１

ＮＴＴ回線
TEL：025-285-5511（代表） 内線 6434・6435・6436
TEL：025-282-1638（直通） FAX：025-282-1640

地域衛星通信ネットワーク 8-40120-（6434・6435・6436） FAX：8-401-881
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頁 内容 新 旧 修正理由
240

244

245

輸送計画 １ 計画の方針
⑴ 基本方針

災害時に、応急対策要員、救援物資等の緊急輸送を迅速かつ効率的に行うために、車両等の輸送手段、緊急輸
送ネットワーク（防災活動拠点（市、国、県、警察署、消防署等の庁舎）、輸送施設（道路、漁港、鉄道駅、臨時
ヘリポート）、物資輸送拠点（広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点）、備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体とし
たネットワーク）などの輸送体制を確保し、総合的・積極的に緊急輸送ができるよう、陸・海・空の交通手段の
機能強化を図りつつ、緊急輸送を実施する。

⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ)・(ｲ) （略）
(ｳ) 地域域内輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を輸送事業者等と
連携して確保する。
(ｴ) 車両、船舶等の輸送手段が調達不能となった場合など、円滑な輸送体制の確保が困難である場合は、他の
市町村又は県に応援要請を行う。

イ 県の責務
(ｱ)・(ｲ) （略）
(ｳ) 広域物資輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を輸送事業者等と
連携して確保する。

(ｴ) （略）
(ｵ) 災害発生の初期からヘリコプター等を集中的に投入し、緊急輸送道路啓開までの間、輸送を行う。
(ｶ) 離島等において輸送手段の確保が困難な場合は、船舶等による輸送手段を確保する。
(ｷ) （略）

４ 業務の内容
⑶ 輸送手段の確保

⑹ 応援要請

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

災害時に、応急対策要員、救援物資等の緊急輸送を迅速かつ効率的に行うために、車両等の輸送手段、緊急輸
送ネットワーク（防災活動拠点（市、国、県、警察署、消防署等の庁舎）、輸送施設（道路、漁港、鉄道駅、臨時
ヘリポート）、物資輸送拠点（広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点）、備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体とし
たネットワーク）などの輸送体制を確保し、（追加）陸・海・空の交通手段の機能強化を図りつつ、緊急輸送を実
施する。

⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ)・(ｲ) （略）
（追加）

(ｳ) 車両、船舶等の輸送手段が調達不能となった場合など、円滑な輸送体制の確保が困難である場合は、他の
市町村又は県に応援要請を行う。

イ 県の責務
(ｱ)・(ｲ) （略）
（追加）

(ｳ) （略）
(ｴ) 災害発生の初期からヘリコプター（追加）を集中的に投入し、緊急輸送道路啓開までの間、輸送を行う。
（追加）
(ｵ) （略）

４ 業務の内容
⑶ 輸送手段の確保

⑹ 応援要請

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
県 ・輸送車両等が不足し、災害応急対策の実施に支障がある場合

は、関係機関と協力して災対法及び災害救助法に基づく従事
命令を発し、緊急輸送に必要な車両等を確保する。

・トラック、船舶、ヘリコプター、無人航空機等による輸送手
段を確保する。

北陸信越運輸局、新潟
運輸支局、(公 社)新潟県ﾄ
ﾗｯｸ協会、自衛隊、等防
災関係機関

実施主体 対 策 協力依頼先
県 １ 市からの応援要請に基づき、（公社）県トラック協会、自衛

隊等関係機関に対し、協力を要請する。
２ ヘリコプター、船舶等を集中的に投入し、緊急輸送道路啓
開までの間、緊急輸送を行う必要がある場合は、航空自衛隊
新潟救難隊及び陸上自衛隊、海上自衛隊、第九管区海上保安
本部等のヘリコプター、船舶等保有機関に応援を要請する。

３ ヘリコプター、船舶等を保有する災害時の相互応援協定締
結道県及びその他都府県に応援を要請する。

(公 社)新潟県ﾄﾗｯｸ協会、
陸上自衛隊、海上自衛
隊、航空自衛隊、第九管
区海上保安本部、他都
道府県

実施主体 対 策 協力依頼先
県 ・輸送車両等が不足し、災害応急対策の実施に支障がある場合

は、関係機関と協力して災対法及び災害救助法に基づく従事
命令を発し、緊急輸送に必要な車両等を確保する。

（追加）

北陸信越運輸局、新潟
運輸支局、(公 社)新潟県ﾄ
ﾗｯｸ協会、自衛隊、等防
災関係機関

実施主体 対 策 協力依頼先
県 １ 市からの応援要請に基づき、（公社）県トラック協会、自衛

隊等関係機関に対し、協力を要請する。
２ ヘリコプター（追加）を集中的に投入し、緊急輸送道路啓
開までの間、緊急輸送を行う必要がある場合は、航空自衛隊
新潟救難隊及び陸上自衛隊、海上自衛隊、第九管区海上保安
本部等のヘリコプター（追加）保有機関に応援を要請する。

３ ヘリコプター（追加）を保有する災害時の相互応援協定締
結道県及びその他都府県に応援を要請する。

(公 社)新潟県ﾄﾗｯｸ協会、
陸上自衛隊、海上自衛
隊、航空自衛隊、第九管
区海上保安本部、他都
道府県
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頁 内容 新 旧 修正理由
251

252

253

警備・保
安及び交
通規制計
画

４ 県警察における警備活動
⑵ 警備活動の重点
ク 地域安全活動の推進
(ｶ) 被災者に対する給食、救援物資等の配分及び市・県、日本赤十字社その他機関が行う緊急物資・救援物資
の輸送、遺体処理、医療防疫活動等に対しては、必要によって部隊を派遣する。

６ 道路交通対策
⑷ 緊急通行車両及び規制除外車両の確認
ア 緊急通行車両の対象
(ｱ) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関するもの
(ｲ) 消防、水防（削除）その他の応急措置に関するもの
(ｳ)・(ｴ) （略）
(ｵ) （削除）施設及び設備の応急の復旧に関するもの
(ｶ) 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関するもの
(ｷ) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関するもの

イ 規制除外車両の対象
民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であり、

（削除）次の業務に従事する車両を（削除）対象とする。
なお、災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両は規制除外車両であるが、確認標章の交付は

しないことから確認の対象には含まない。
(ｱ)～(ｴ) （略）
（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
（被災地における交通容量の復旧に応じて、前記(ｱ)～(ｴ)以外にも対象の範囲を拡大する場合があります。）

ウ 確認手続等の実施者
エ 確認手続等の実施要領
(ｱ) 緊急通行車両の確認手続
(ｲ) 規則除外車両の確認手続等

（削除）

４ 県警察における警備活動
⑵ 警備活動の重点
ク 地域安全活動の推進
(ｶ) 被災者に対する給食、救援物資等の配分及び市・県、日赤その他機関が行う緊急物資・救援物資の輸送、遺
体処理、医療防疫活動等に対しては、必要によって部隊を派遣する。

６ 道路交通対策
⑷ 緊急通行車両及び規制除外車両の確認
ア 緊急通行車両の対象
(ｱ) 警報の発令及び伝達並びに避難の（追加）指示に関するもの
(ｲ) 消防、水防、道路維持、電気・ガス・水道その他の応急措置に関するもの
(ｳ)・(ｴ) （略）
(ｵ) 被災地の施設及び設備の応急の復旧に関するもの
(ｶ) （追加）清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの
(ｷ) 犯罪の予防、交通（追加）規制その他、被災地域の社会秩序の維持に関するもの

イ 規制除外車両の確認範囲
民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であり、主

に次の業務に従事する車両を、順次、規制除外車両の範囲の拡大に応じて、確認の対象とする。
なお、災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両は規制除外車両であるが、確認標章の交付は

しないことから確認の対象には含まない。
(ｱ)～(ｴ) （略）
(ｵ) 燃料を輸送する車両（タンクローリー）
(ｶ) 路線バス・高速バス
(ｷ) 霊柩車
(ｸ) 一定の物資（被災地への必要物資等）を輸送する大型貨物自動車
（追加）

ウ 確認事務の実施区分等
エ 緊急通行車両の事前確認届出
（追加）
（追加）

オ 緊急通行車両及び規制除外車両の確認標章等の交付

県地域防
災計画の
反映

264 水防活動
計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 国及び県の責務

国及び県は、洪水、雨水出水、津波、又は高潮により、水災の発生が想定される区域における水防管理団体
が行う水防が十分に行われるように、河川の水位や雨量、ダム放流情報等の防災情報の提供や、洪水予報や水
防警報及び洪水特別警戒水位到達情報の通知並びに水防資機材の提供を行うものとする。
また、国は洪水、雨水出水、津波、又は高潮によって著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊

急を要すると認めるときは、水防管理者に代わって、進入した水の排除、高度の機械力又は高度の専門的知識
及び技術を要する水防活動を実施することができる。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ウ 国及び県の責務

国及び県は、洪水、雨水出水、津波、又は高潮により、水災の発生が想定される区域における水防管理団体が
行う水防が十分に行われるように、河川の水位や雨量、ダム放流情報等の防災情報の提供や、洪水予報や水防警
報及び避難判断水位到達情報の通知並びに水防資機材の提供を行うものとする。
また、国は洪水、雨水出水、津波、又は高潮によって著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急

を要すると認めるときは、水防管理者に代わって、進入した水の排除、高度の機械力又は高度の専門的知識及び
技術を要する水防活動を実施することができる。

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由
265

268

２ 情報の流れ
⑵ 被災地へ

４ 業務の内容
⑺ 水防管理団体（市）が円滑に水防活動ができる支援

２ 情報の流れ
⑵ 被災地へ

４ 業務の内容
⑺ 水防管理団体（市）が円滑に水防活動ができる支援

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
水防本部又は支部（県） 水防管理団体（市） ○防災情報、洪水予報、水防警報、洪水特別警戒

水位到達情報、その他円滑な水防活動に資する
情報

水防管理団体（市） 水防団（消防団）、水防協力団
体、消防本部

○防災情報、洪水予報、水防警報、洪水特別警戒
水位到達情報、その他円滑な水防活動に資する
情報

要配慮者施設の管理者 ○洪水予報等、円滑かつ迅速な避難を確保するた
めの情報

実施主体 対 策
県 県は、水防管理団体（市）が円滑に水防活動できるように努めるものとする。

・水防計画の策定
・雨量、河川の水位、ダム放流情報等の防災情報の提供
・洪水予報、水防警報、洪水特別警戒水位到達情報の通知と市民への周知
・浸水想定区域図の作成と指定
・水防資機材の提供

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
水防本部又は支部（県） 水防管理団体（市） ○防災情報、洪水予報、水防警報、避難判断水位

到達情報、その他円滑な水防活動に資する情報

水防管理団体（市） 水防団（消防団）、水防協力団
体、消防本部

○防災情報、洪水予報、水防警報、避難判断水位
到達情報、その他円滑な水防活動に資する情報

要配慮者施設の管理者 ○洪水予報等、円滑かつ迅速な避難を確保するた
めの情報

実施主体 対 策
県 県は、水防管理団体（市）が円滑に水防活動できるように努めるものとする。

・水防計画の策定
・雨量、河川の水位、ダム放流情報等の防災情報の提供
・洪水予報、水防警報、避難判断水位到達情報の通知と市民への周知
・浸水想定区域図の作成と指定
・水防資機材の提供
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頁 内容 新 旧 修正理由
273

276

277

救急・救
助活動計
画

４ 業務の内容
⑶ 救護所及び最寄りの医療機関等による負傷者の救護

⑷～⑸ （略）
⑺ 広域応援部隊及び関係機関の総合調整

⑻ 航空機活動の調整及び安全・効率的活動の確保

４ 業務の内容
⑶ 救護所及び最寄りの医療機関等による負傷者の救護

⑷～⑸ （略）
⑺ 広域応援部隊及び関係機関の総合調整

⑻ 航空機活動の調整及び安全・効率的活動の確保

県地域防
災計画の
反映

278 医療救護
活動計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア （略）
イ 県の責務
(ｱ) 県は、新潟大学医歯学総合病院等関係機関と協力して透析医療機関に被害状況を確認し、新潟大学医歯学
総合病院等関係機関が透析医療機関の患者受入を調整する。

ウ・エ （略）
オ 医療機関等の責務
(ｱ)～(ｴ) （略）
(ｵ) 新潟ＤＰＡＴ登録医療機関は、県からの要請により、ＤＰＡＴを派遣し、被災地域の医療提供体制を支援す
る。
(ｶ) 新潟県看護協会は、県からの要請により、災害支援ナースの派遣を調整し、被災地域の医療提供体制を支
援する。

(ｷ) （略）
(ｸ) （略）

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア （略）
イ 県の責務
(ｱ) 県は、新潟大学医歯学総合病院（追加）と協力して透析医療機関に被害状況を確認し、新潟大学医歯学総
合病院（追加）が透析医療機関の患者受入を調整する。

ウ・エ （略）
オ 医療機関等の責務
(ｱ)～(ｴ) （略）
（追加）

（追加）

(ｵ) （略）
(ｶ) （略）

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 要請等連絡先
消防本部 ・広域災害救急医療情報システム及び各種連絡手段により、行

政機関・医療機関・消防機関で情報を共有し、的確な救急活
動を行う。

県地域医療政策課、医
療機関、医師会等

実施主体 対 策 要請等連絡先
県 １・２ （略）

３ 県（福祉保健部）は、広域災害救急医療情報システム等に
より、救急医療機関の情報を収集して情報を提供するとと
もに、医療従事者及び医療資器材等の確保を行い、円滑な救
急活動の実施を図る。

消防庁、新潟市消防局
等、県警察､自衛隊、第
九管区海上保安本部

実施主体 対 策 要請等連絡先
県 １・２ （略）

３ 県災害対策本部統括調整部は、輻輳する航空機の安全確
保及び航空機による災害応急対策活動の円滑化を図るた
め、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報（ノータム）
の発行を依頼するものとする。また、無人航空機等の飛行か
ら災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、
必要に応じて、国土交通省に対して緊急用務空域の指定を
依頼するものとし、同空域が指定された際には、指定公共機
関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る調
整を行うものとする。

４・５ （略）

実施主体 対 策 要請等連絡先
消防本部 ・新潟県救急医療情報システム及び各種連絡手段により、行政

機関・医療機関・消防機関で情報を共有し、的確な救急活動
を行う。

県地域医療政策課、医
療機関、医師会等

実施主体 対 策 要請等連絡先
県 １・２ （略）

３ 県（福祉保健部）は、、新潟県救急医療情報システム等に
より、救急医療機関の情報を収集して情報を提供するとと
もに、医療従事者及び医療資器材等の確保を行い、円滑な救
急活動の実施を図る。

消防庁、新潟市消防局
等、県警察､自衛隊、第
九管区海上保安本部

実施主体 対 策 要請等連絡先
県 １・２ （略）

３ 県災害対策本部統括調整部は、（追加）災害応急対策に従
事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、国土交
通省に対して緊急用務空域の指定を依頼するものとする。
また、同空域が指定された際には、指定公共機関、報道機関
等からの無人航空機の飛行許可申請に係る調整を行うもの
とする。

４・５ （略）
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頁 内容 新 旧 修正理由
279

280

281

⑶ 活動の調整（主に県が行う）
ア 県災害対策本部

県災害対策本部（保健医療教育部医療活動支援班）は、医療関係団体（新潟県医師会、日本赤十字社新潟県
支部、新潟県歯科医師会、新潟県薬剤師会、新潟県看護協会、新潟県栄養士会、新潟県災害リハビリテーショ
ン連絡協議会等）、新潟ＤＭＡＴ、新潟ＤＰＡＴ、基幹災害拠点病院（新潟大学医歯学総合病院、長岡赤十字病
院）、消防機関、自衛隊等と、被災地域における医療ニーズなどの情報を共有した上で、救護班の派遣調整等の
医療救護活動の調整を行う。

２ 情報の流れ
⑴ 被災地から

⑵ 被災地へ

⑶ 活動の調整（主に県が行う）
ア 県災害対策本部

県災害対策本部（保健医療教育部医療活動支援班）は、医療関係団体（新潟県医師会、日本赤十字社新潟県
支部、新潟県歯科医師会、新潟県薬剤師会、新潟県看護協会（追加）等）、新潟ＤＭＡＴ、新潟ＤＰＡＴ、基幹災
害拠点病院（新潟大学医歯学総合病院、長岡赤十字病院）、消防機関、自衛隊等と、被災地域における医療ニーズ
などの情報を共有したうえで、救護班の派遣調整等の医療救護活動の調整を行う。

２ 情報の流れ
⑴ 被災地から

⑵ 被災地へ

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
市 （略） （略）
市、代表消防本部（新潟市消
防局）、災害拠点病院（県立新
発田病院）

（略） （略）

市、医療機関 県障害福祉課 ○新潟ＤＰＡＴ派遣要請
市、医療機関 県医師・看護職員確保対策課 ○災害支援ナース派遣要請
市、消防本部、医療機関 （略） （略）
病院、透析実施機関 （略） （略）
診療所（透析実施期間を除く） （略）
新発田保健所 （略） （略）
災害医療コーディネートチー
ム

（略） （略）

災害医療コーディネーター （略） （略）
県地域医療政策課 （略） （略）
県障害福祉課 （略） （略）
県医師・看護職員確保対策課 厚生労働省、他の都道府県 〇県外災害支援ナースの派遣要請
県福祉保健総務課 （略） （略）

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
県地域医療政策課 （略） （略）
県地域医療政策課 （略） （略）
新発田保健所 （略） （略）
医師会 （略）
県地域医療政策課 （略） （略）
県障害福祉課 （略） （略）
県医師・看護職員確保対策課 市、保健所、医療機関 ○災害支援ナースの派遣
他の都道府県、厚生労働省 県地域医療政策課

県障害福祉課
県医師・看護職員確保対策課

○県外ＤＭＡＴの派遣
○県外ＤＰＡＴの派遣
○災害支援ナースの派遣
○医療救護に関する応援

厚生労働省、ＤＨＥＡＴの派
遣が可能な県等

（略） （略）

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
市 （略） （略）
市、代表消防本部（新潟市消
防局）、災害拠点病院（県立新
発田病院）

（略） （略）

（追加） （追加） （追加）
（追加） （追加） （追加）
市、消防本部、医療機関 （略） （略）
病院、透析実施機関 （略） （略）
診療所（透析実施期間を除く） （略）
新発田保健所 （略） （略）
災害医療コーディネートチー
ム

（略） （略）

災害医療コーディネーター （略） （略）
県地域医療政策課 （略） （略）
県障害福祉課 （略） （略）
（追加） （追加） （追加）
県福祉保健総務課 （略） （略）

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
県地域医療政策課 （略） （略）
県地域医療政策課 （略） （略）
新発田保健所 （略） （略）
医師会 （略）
県地域医療政策課 （略） （略）
県障害福祉課 （略） （略）
（追加） （追加） （追加）
他の都道府県、厚生労働省 県地域医療政策課

県障害福祉課
（追加）

○県外ＤＭＡＴの派遣
○県外ＤＰＡＴの派遣
（追加）
○医療救護に関する応援

厚生労働省、ＤＨＥＡＴの派
遣が可能な県等

（略） （略）
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281

283

３ 業務の体系
⑴ ＤＭＡＴ関係
（略）
⑵ （略）
⑶ ＤＰＡＴ関係

災害発生
↓
新潟ＤＰＡＴの派遣
↓
ＤＰＡＴ本部の設置
↓
被災地域における精神保健活動等
↓
国等へのＤＰＡＴ支援要請

国への支援要請
他県への支援要請

⑷ 災害ナース関係
災害発生
↓
新潟県看護協会への派遣調整要請
↓
災害支援ナースの派遣
↓
被災地域の医療提供体制の支援等
↓
国等への災害支援ナース支援要請

国への支援要請
他県への支援要請

⑸ ＤＨＥＡＴ関係
災害発生
↓
国へＤＨＥＡＴ応援派遣に関する調整依頼
↓
国よりＤＨＥＡＴ応援派遣の調査結果
↓
ＤＨＥＡＴの派遣が可能な県等への応援要請
↓

ＤＨＥＡＴ構成員が医療救護活動の指揮調整業務を補助

４ 業務の内容
⑵ ＤＰＡＴ関係
イ ＤＰＡＴ本部の設置

３ 業務の体系
（追加）
（略）

⑵ （略）
（追加）

（追加）

（追加）

４ 業務の内容
⑵ ＤＰＡＴ関係
イ ＤＰＡＴ本部の設置
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284

285

288

⑶ 医療救護活動関係（ＤＭＡＴ関係を除く）
ア 被災状況把握

イ・ウ （略）
エ 救護所等における医療救護活動

⑷ 災害支援ナース
ア 災害支援ナースの派遣

イ 災害支援ナースの派遣調整

ウ 被災地域における災害支援ナースの活動

エ 国等への災害支援ナース支援要請

⑶ 医療救護活動関係（ＤＭＡＴ関係を除く）
ア 被災状況把握

イ・ウ （略）
エ 救護所等における医療救護活動

（追加）

実施主体 対 策 協力依頼先
県障害福祉課 ・県内で活動する全てのＤＰＡＴを指揮するＤＰＡＴ調整

本部を設置する。
ＤＰＡＴ統括者
日本ＤＰＡＴ医療機関

実施主体 対 策 協力依頼先
県地域医療政策課、新
潟大学医歯学総合病院
等関係機関

・病院及び透析実施機関について以下の情報を収集する。
ア 施設・設備の被害状況
イ 負傷者等の状況
ウ 診療（施設）機能の稼働状況（人工透析実施機関に
ついては、人工透析機器の稼働状況及び稼働見込み）

エ 医療従事者の確保状況
オ 医療資器材等の需給状況

病院、透析実施機関

実施主体 対 策 協力依頼先
県地域医療政策課
県感染症対策・業務課

（略）

県医療救護班等 （略） 県感染症対策・業務課

実施主体 対 策 協力依頼先
県医師・看護職員確保
対策課

・被災地域において看護支援の需要が増大する等、県が必
要を判断した場合、又は被災都道府県知事又は厚生労働
省からの要請を受け、災害支援ナースの派遣を決定する。

県看護協会

実施主体 対 策 協力依頼先
県看護協会 ・県内医療機関に対して、災害支援ナースの派遣を要請し、

派遣チームを調整する。
医療機関

実施主体 対 策 協力依頼先
災害支援ナース ・被災地域の医療機関や市が設置する避難所等において看

護活動を行う。
県、厚生労働省

実施主体 対 策 協力依頼先
県医師・看護職員確保
対策課

・県は、他の都道府県又は厚生労働省に対し県外災害支援
ナースの派遣を要請する。

厚生労働省

実施主体 対 策 協力依頼先
県障害福祉課 ・県内で活動する全てのＤＰＡＴを指揮するＤＰＡＴ調整

本部を設置する。
ＤＭＡＴ統括者
（追加）

実施主体 対 策 協力依頼先
県地域医療政策課、新
潟大学医歯学総合病院
（追加）

・病院及び透析実施機関について以下の情報を収集する。
ア 施設・設備の被害状況
イ 負傷者等の状況
ウ 診療（施設）機能の稼働状況（人工透析実施機関に
ついては、人工透析機器の稼働状況及び稼働見込み）

エ 医療従事者の確保状況
オ 医療資器材等の需給状況

病院、透析実施機関

実施主体 対 策 協力依頼先
県地域医療政策課
（追加）

（略）

県医療救護班等 （略） 県地域医療政策課
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頁 内容 新 旧 修正理由
⑸ ＤＨＥＡＴ関係
ア ＤＨＥＡＴの派遣調整

イ ＤＨＥＡＴの活動

（追加）

289

290

293

防疫及び
保健衛生
計画

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア～ウ （略）
エ 市及び県の責務

市及び県は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、厚生労働省に対して、災害時感染制
御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請する。

４ 業務の内容
⑴ 保健衛生対策

⑵・⑶ （略）
⑷ 栄養指導対策

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア～ウ （略）
（追加）

４ 業務の内容
⑴ 保健衛生対策

⑵・⑶ （略）
⑷ 栄養指導対策

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
県福祉保健総務課 (ｱ) 県内での相互支援だけでは医療救護活動の指揮調整が

困難となることが予想される場合には、厚生労働省に対
して、ＤＨＥＡＴの応援派遣に関する調整依頼を行う。

(ｲ) ＤＨＥＡＴの派遣が可能な県等に対して応援要請を行
う。

厚生労働省

ＤＨＥＡＴの派遣が可
能な県等

実施主体 対 策 協力依頼先
ＤＨＥＡＴ構成員 ・医療救護活動に係る指揮調整業務が円滑に実施されるよ

う、県保健医療教育部及び保健所を補助する。

実施主体 対 策
県、新発田地域振興局 １ 巡回保健班による健康相談等の実施

ア 新発田地域振興局健康福祉環境部長が保健師を中心として編成（必要に応じて
医師、管理栄養士、精神保健福祉相談員等追加）
被災地区の避難所、仮設住宅等を巡回

イ～ウ （略）
２ 避難行動要支援者の健康状態確認及び保健指導実施
ア 新発田地域振興局健康福祉環境部長が保健師を中心として編成（必要に応じて
医師、管理栄養士、精神保健福祉相談員等追加）
被災地区の避難所、仮設住宅等を巡回

イ （略）
３ （略）

実施主体 対 策
新発田地域振興局 １ 炊き出しの栄養管理指導

健康福祉環境部は市設置の実施現場へ管理栄養士を巡回させ、炊き出し内容等の調
整及び給食管理上必要な指導を実施、併せて給食業者への食事内容の指導実施

実施主体 対 策
県、新発田地域振興局 １ 巡回保健班による健康相談等の実施

ア 新発田地域振興局健康福祉環境部長が保健師を中心として編成（必要に応じて
医師、（追加）栄養士、精神保健福祉相談員等追加）
被災地区の避難所、仮設住宅等を巡回

イ～ウ （略）
２ 避難行動要支援者の健康状態確認及び保健指導実施
ア 新発田地域振興局健康福祉環境部長が保健師を中心として編成（必要に応じて
医師、（追加）栄養士、精神保健福祉相談員等追加）
被災地区の避難所、仮設住宅等を巡回

イ （略）
３ （略）

実施主体 対 策
新発田地域振興局 １ 炊き出しの栄養管理指導

健康福祉環境部は市設置の実施現場へ（追加）栄養士を巡回させ、炊き出し内容等
の調整及び給食管理上必要な指導を実施、併せて給食業者への食事内容の指導実施
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294

295

こころの
ケア対策
計画

１ 計画の方針
⑴ （略）
⑵ 各主体の責務
ウ 県の責務
(ｱ) （略）
(ｲ) 被災地域において精神医療や精神保健活動への需要が増大する等、ＤＰＡＴの派遣が必要と判断した場合、
日本ＤＰＡＴの派遣を要請する。

(ｳ) （略）
(ｴ) （略）
(ｵ) （略）

⑶ （略）
⑷ 達成目標
ア 発災直後から情報収集に努め、発災から概ね 48 時間以内に活動できる日本ＤＰＡＴにおいて、本部機能の
立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズへの対応等を行う。

イ 日本ＤＰＡＴの後に中長期に渡り活動するＤＰＡＴにおいて、本部機能の継続や、被災地での精神科医療の
提供、精神保健活動への専門的支援、被災した医療機関への専門的支援、支援者への専門的支援等を行う。

１ 計画の方針
⑴ （略）
⑵ 各主体の責務
ウ 県の責務
(ｱ) （略）
（追加）

(ｲ) （略）
(ｳ) （略）
(ｴ) （略）

⑶ （略）
⑷ 達成目標
ア 発災直後から情報収集に努め、発災から概ね 48 時間以内に活動できるＤＰＡＴ先遣隊において、本部機能
の立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズへの対応等を行う。

イ 先遣隊の後に中長期に渡り活動するＤＰＡＴにおいて、本部機能の継続や、被災地での精神科医療の提供、
精神保健活動への専門的支援、被災した医療機関への専門的支援、支援者への専門的支援等を行う。

県地域防
災計画の
反映

304 廃棄物の
処理計画

４ 業務の内容
⑵ 災害がれき処理の対応

４ 業務の内容
⑵ 災害がれき処理の対応

県地域防
災計画の
反映

305

306

307

トイレ対
策計画

１ 計画の方針
⑴・⑵ （略）
⑶ 達成目標
ア トイレ利用の確保

トイレ利用の確保は、概ね次の計画を目安とする。

⑷ （略）
⑸ 快適な利用の確保
ア～オ （略）
カ 市は、スフィア基準に沿って、災害発生当初は避難者約 50 人当たり 1基、その後、避難が長期化する場合に
は約 20人当たり 1基、女性用と男性用トイレの比率は３：１、トイレの平均的な使用回数は 1日 5 回として、
トイレの個数を確保する。
キ 市は、必要に応じ、仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、
トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努める。

４ トイレの調達
⑵ 仮設トイレ（レンタル）等及びトイレ用品による対応

１ 計画の方針
⑴・⑵ （略）
⑶ 達成目標
ア トイレ利用の確保

トイレ利用の確保は、概ね次の計画を目安とする。

⑷ （略）
⑸ 快適な利用の確保
ア～オ （略）
（追加）

（追加）

４ トイレの調達
⑵ 仮設トイレ（レンタル）（追加）及びトイレ用品による対応

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
自衛隊 ・県からの要請及び災害廃棄物の撤去等に係る連携対応間マ

ニュアルに基づき、災害がれきの処理、緊急を要する危険家
屋の解体を支援する。

実施主体 対 策 協力依頼先
自衛隊 ・県からの要請（追加）に基づき、災害がれきの処理、緊急を

要する危険家屋の解体を支援する。

地震後
～１日目程度

○企業・団体から仮設トイレ等を調達（県内流通在庫）

地震後
12時間～２日目程度

○企業・団体から仮設等トイレを調達（県外流通在庫）

地震後
～１日目程度

○企業・団体から仮設トイレ（追加）を調達（県内流通在庫）

地震後
12時間～２日目程度

○企業・団体から仮設（追加）トイレを調達（県外流通在庫）
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頁 内容 新 旧 修正理由
310

318

食料・生
活必需品
等供給計
画

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

市は、被災者及び災害応急従事者等に対し、主要食料・副食及び生活必需品等を供給する必要が生じたときは、
県及び災害救援協定企業、民間事業者、防災関係機関等との相互連携により、流通在庫等を確保し、速やかに供
給する。
また、風水害発生時は、ずぶ濡れの避難者、衛生状態の悪化等により、被災者は食料・飲料水及び生活必需品

等（以下「物資等」という。）の多くが浸水によって失っていることなどを想定して、供給時期、範囲、優先順位
等を決定する。
なお、交通の途絶等により地域が孤立した場合には、緊急輸送等により物資等が提供されるよう努める。
さらに、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者

に対しても物資等が提供されるよう努める。
⑵ 各主体の責務
ア 市民の責務

風水害発生から「最低 3日間、推奨 1週間」分の食料及び生活必需品（以下「物資等」という。）は、原則と
して家庭及び企業等における備蓄で賄う。

８ 業務の内容
⑺ 義援物資の配布

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

市は、被災者及び災害応急従事者等に対し、主要食料・副食及び生活必需品等を供給する必要が生じたときは、
県及び災害救援協定企業、民間事業者、防災関係機関等との相互連携により、流通在庫等を確保し、速やかに供
給する。
また、風水害発生時は、ずぶ濡れの避難者、衛生状態の悪化等により、被災者は食料・飲料水及び生活必需品

等（以下「物資等」という。）の多くが浸水によって失っていることなどを想定して、供給時期、範囲、優先順位
等を決定する。
（追加）
さらに、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者

に対しても物資等が提供されるよう努める。
⑵ 各主体の責務
ア 市民の責務

市民は、避難に当たり、最低限１食分の物資等を携行するよう心がける。

８ 業務の内容
⑺ 義援物資の配布

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
市 １ 受入れ物資を配布する。

２ 被災地ニーズを遂次把握する。
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、自治会
等、新潟県倉庫協会

県 １ 義援物資の送付先市町村を紹介する。
２ 物資が過剰とならないよう、市が把握した被災地ニーズを
県ホームページや報道機関等を通じて情報を発信する。

３ 県トラック協会に輸送を依頼する。

報道機関、(公 社)新潟県ﾄ
ﾗｯｸ協会（削除）

実施主体 対 策 協力依頼先
市 １ 受入れ物資を配布する。

２ 物資が過剰とならないよう報道機関等を通じて情報を発
信する。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、自治会
等、報道機関

県 １ 義援物資の送付先市町村を紹介する。
２ 県受入れ物資の中から、市から要請された品目を送付す
る。

３ 自衛隊等に輸送を依頼する。

自衛隊、(公 社)新潟県ﾄﾗ
ｯｸ協会、新潟県倉庫協
会
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頁 内容 新 旧 修正理由
320

321

要配慮者
の応急対
策

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｵ) 外国人、視聴覚障がい者等に対して、特性に配慮した適切な情報提供や避難施設の整備等の支援を行う。

イ 県の責務
(ｱ) 市からの情報収集に努め、必要に応じて関係職員、ＤＷＡＴ等の派遣を行うとともに、国や防災関係機関と
協働して、市、介護保険事業者及び社会福祉施設等の活動を支援する。
災害の規模等必要に応じて、厚生労働省に対し、他の都道府県のＤＷＡＴの派遣の調整を依頼する。

２ 情報の流れ
⑴ 被災地から

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｵ) 外国人、視聴覚障がい者等に対して、（追加）適切な情報提供（追加）等の支援を行う。
イ 県の責務
(ｱ) 市からの情報収集に努め、必要に応じて関係職員、災害福祉支援チーム等の派遣を行うとともに、国や防災
関係機関と協働して、市、介護保険事業者及び社会福祉施設等の活動を支援する。
（追加）

２ 情報の流れ
⑴ 被災地から

県地域防
災計画の
反映

329 文化財応
急対策

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 文化財所有者及び責任管理者（以下、文化財所有者等」という。）の責務
(ｱ) 文化財所有者等は、暴風・洪水により被災した文化財の被害状況を把握するとともに、市教育委員会等にそ
の実態を報告し、必要に応じて支援を要請する。

(ｲ) 文化財所有者等は市等の協力を得て、二次的災害から文化財を保護し、その文化的価値がより失われない
ように必要な措置を講じる。

イ 市の責務
市は、市内に所在する文化財の被害状況を把握し、早急に県に報告するとともに、文化財所有者等や地域住

民等と協力し、必要に応じて、応急的修理及び一時搬出等の救済措置を講じる。
⑶ 文化財の種別毎の対策
ア 建造物

文化財所有者等は、二次災害等による被害拡大のおそれのあるものについては、可能な限り応急的措置を施
し、本格的な修理・修復まで現状維持できるような対応を行う。市及び県はそれを指導・助言するとともに、
可能な限りの支援を行う。

イ 美術工芸品及び有形文化財
文化財所有者等は、文化財が展示・収蔵されている施設そのものが、倒壊・浸水又はその危険性がある場合

には、市、県及び地域住民等の協力を得て、可能な限り速やかに当該施設から搬出し、その保護・保存を図る。
併せて、被災した文化財に関しては、その原状復旧を前提とした措置を施し、本格的な修理・修復に備える。

ウ 史跡、名勝及び天然記念物
文化財所有者等は可能な限り被害状況の把握に努め、二次的倒壊・崩落を極力防止するために、危険のない

範囲で、応急的措置を講じるよう対応する。
市及び県はそれを指導・助言するとともに、可能な限りの支援を行う。

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 文化財所有者（追加）の責務
(ｱ) 文化財所有者（追加）は、暴風・洪水により被災した文化財の被害状況を把握するとともに、市教育委員会
等にその実態を報告し、必要に応じて支援を要請する。

(ｲ) 文化財所有者（追加）は市等の協力を得て、二次的災害から文化財を保護し、その文化的価値がより失わ
れないように必要な措置を講じる。

イ 市の責務
市は、市内に所在する文化財の被害状況を把握し、早急に県に報告するとともに、文化財所有者（追加）や

地域住民等と協力し、必要に応じて、応急的修理及び一時搬出等の救済措置を講じる。
⑶ 文化財の種別毎の対策
ア 建造物

文化財所有者（追加）は、二次災害等による被害拡大のおそれのあるものについては、可能な限り応急的措
置を施し、本格的な修理・修復まで現状維持できるような対応を行う。市及び県はそれを指導・助言するとと
もに、可能な限りの支援を行う。

イ 美術工芸品及び有形文化財
文化財所有者（追加）は、文化財が展示・収蔵されている施設そのものが、倒壊・浸水又はその危険性があ

る場合には、市、県及び地域住民等の協力を得て、可能な限り速やかに当該施設から搬出し、その保護・保存
を図る。併せて、被災した文化財に関しては、その原状復旧を前提とした措置を施し、本格的な修理・修復に
備える。

ウ 史跡、名勝及び天然記念物
文化財所有者（追加）は可能な限り被害状況の把握に努め、二次的倒壊・崩落を極力防止するために、危険

のない範囲で、応急的措置を講じるよう対応する。
市及び県はそれを指導・助言するとともに、可能な限りの支援を行う。

県地域防
災計画の
反映

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
市 県、他市町村、介護保険事業

者、社会福祉施設 等
○要配慮者の集約された各種ニーズ
○職員、ＤＷＡＴ等応援要請

県 国、他都道府県、市、介護保
険事業者、社会福祉施設、新
潟県災害福祉広域支援ネット
ワーク協議会等

○要配慮者への各種サービス要請
○職員派遣要請
○ＤＷＡＴ派遣要請

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
市 県、他市町村、介護保険事業

者、社会福祉施設 等
○要配慮者の集約された各種ニーズ
○職員、災害福祉支援チーム等応援要請

県 国、他都道府県、市、介護保
険事業者、社会福祉施設、新
潟県災害福祉広域支援ネット
ワーク協議会等

○要配慮者への各種サービス要請
○職員派遣要請
○災害福祉支援チーム派遣要請
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330

２ 市民・地域等の役割
⑴ 市民の役割

文化財に被害が見られた場合には、文化財所有者等又は関係機関等へ可能な限り連絡を行うとともに、危険の
ない範囲で、被災文化財救出活動等への参加・協力を行う。

⑵ 地域の役割
地域全体の共有財産である文化財を保存・継承するために、文化財所有者等と確認を取り合いながら、可能な

限り被災文化財の保護・救出活動に当たる。
⑶ 文化財所有者等

３ 市の役割
⑴ 指定文化財への対策
ア 国及び県指定文化財

市内に所在する文化財の被害状況を把握し、速やかに県に報告するとともに、可能な限り被災文化財の保護・
救出活動に当たる。併せて、被災文化財に係る応急的措置及び修理について、関係諸機関と連絡・調整を図り、
文化財所有者等に対する指導・助言の仲立ちをする。

イ 市指定文化財
文化財の被害状況把握を行うとともに、可能な限り被災文化財の保護・救出等の活動に当たる。併せて、応

急的措置及び修理についての助言・指導を行い、必要に応じて文化財所有者等からの相談や協力要請に応じる。

⑵ 未指定文化財への対策
被災文化財に対する保護・保全を呼びかけるとともに、所在リスト等を参考に被害状況を確認し、必要に応じ

て文化財所有者等からの相談や協力要請に応じる。

２ 市民・地域等の役割
⑴ 市民の役割

文化財に被害が見られた場合には、（追加）所有者（追加）又は関係機関等へ可能な限り連絡を行うとともに、
危険のない範囲で、被災文化財救出活動等への参加・協力を行う。

⑵ 地域の役割
地域全体の共有財産である文化財を保存・継承するために、（追加）所有者（追加）又は管理責任者と確認を取

り合いながら、可能な限り被災文化財の保護・救出活動に当たる。
⑶ 文化財所有者及び管理責任者

３ 市の役割
⑴ 指定文化財への対策
ア 国及び県指定文化財

市内に所在する文化財の被害状況を把握し、速やかに県に報告するとともに、可能な限り被災文化財の保護・
救出活動に当たる。併せて、被災文化財に係る応急的措置及び修理について、関係諸機関と連絡・調整を図り、
（追加）所有者又は管理責任者に対する指導・助言の仲立ちをする。

イ 市指定文化財
文化財の被害状況把握を行うとともに、可能な限り被災文化財の保護・救出等の活動に当たる。併せて、応

急的措置及び修理についての助言・指導を行い、必要に応じて（追加）所有者・管理責任者からの相談や協力
要請に応じる。

⑵ 未指定文化財への対策
被災文化財に対する保護・保全を呼びかけるとともに、所在リスト等を参考に被害状況を確認し、必要に応じ

て（追加）所有者等からの相談や協力要請に応じる。
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331

332

333

障害物の
処理計画

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

風水害等の災害により発生した落石、倒壊家屋、沈船等の障害物を速やかに除去することにより、防災活動拠
点（国・県・市庁舎、警察署、消防署等）、輸送施設（道路、漁港、鉄道駅、常設及び臨時ヘリポート等）、物資輸
送拠点（トラックターミナル、卸売市場等）及び防災備蓄拠点とを連絡する輸送路等を確保する。

⑵ （略）
⑶ 達成目標

輸送路等の障害物の処理は、概ね次の計画を目安とする。

ただし、人命救助等に必要な輸送路等については、関係機関が協力し、可能な限り早期に障害物を処理する。

３ 業務の体系（避難指示等解除後の達成目標の目安）

４ 業務の内容
⑵ 緊急輸送道路のの障害物の撤去、その他の障害物の撤去

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

風水害等の災害により発生した落石、倒壊家屋、沈船等の障害物を速やかに除去することにより、防災活動拠
点（国・県・市庁舎、警察署、消防署等）、輸送施設（道路、漁港、鉄道駅、常設及び臨時ヘリポート等）、物資輸
送拠点（トラックターミナル、卸売市場等）及び防災備蓄拠点とを連絡する緊急交通路を確保する。

⑵ （略）
⑶ 達成目標

緊急交通路等の障害物の処理は、概ね次の計画を目安とする。

ただし、人命救助等に必要な緊急交通路等については、関係機関が協力し、可能な限り早期に障害物を処理す
る。

３ 業務の体系（避難指示等解除後の達成目標の目安）

４ 業務の内容
⑵ 緊急交通路上の障害物の撤去、その他の障害物の撤去

県地域防
災計画の
反映

輸送路等の障害物情報収集 避難指示等解除後 1日以内
緊急輸送道路等の障害物の除去 避難指示等解除後 1日以内
その他の輸送路等の障害物の除去 避難指示等解除後 1日以内

緊急交通路等の障害物情報収集 避難指示等解除後 1日以内
緊急交通路等の障害物の除去 避難指示等解除後 1日以内
その他の輸送路等の障害物の除去 避難指示等解除後 1日以内

被災地における障害物の情報収集

障害物処理計画の策定

緊急輸送道路の障害物の除去

その他の輸送路等の障害物の除去

☆避難指示等解除後

24時間以内

被災地における障害物の情報収集

障害物処理計画の策定

緊急交通路の障害物の除去

その他の輸送路等の障害物の除去

☆避難指示等解除後

24時間以内
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340

342

343

愛玩動物
の保護対
策

１ 計画の方針
⑶ 各主体の責務
イ 市の責務
(ｲ) 避難所を設置するに当たり、愛玩動物を同行した避難者を適切に受け入れるとともに動物救済本部等から
必要な支援が受けられるよう連携に努める。

(ｳ) 避難所・仮設住宅における愛玩動物の状況把握に努め、県と協働し「動物救済本部」に対し、情報提供及び
活動を支援する。

ウ 県の責務
(ｲ) 動物の保護や適正な飼育に関し、市等関係機関や県獣医師会、県動物愛護協会等関係団体と協力体制を確
立し「動物救済本部」を設置する。
(ｳ) 危険動物等による住民の被害がないよう安全のための措置を講ずるとともに負傷動物や飼い主不明動物、
住民避難の際に被災地に残された動物の保護を行う。

４ 業務の内容
動物同行避難者や被災したペットへの対応

１ 計画の方針
⑶ 各主体の責務
イ 市の責務
(ｲ) 避難所を設置するに当たり、（追加）動物を同行した避難者を（追加）受け入れられる施設を設置するなど
住民が動物と一緒に避難することができるよう配慮するとともに、動物救済本部等から必要な支援が受けら
れるよう連携に努める。

(ｳ) （追加）県と協働し「動物救済本部」に対し、避難所・仮設住宅における愛玩動物の状況等の情報提供及び
活動を支援する。

ウ 県の責務
(ｲ) 危険動物等による住民の被害がないよう安全のための措置を講ずるとともに負傷動物や飼い主不明動物、
住民避難の際に被災地に残された動物の保護を行う。

(ｳ) 動物の保護や適正な飼育に関し、市等関係機関や県獣医師会、県動物愛護協会等関係団体と協力体制を確
立し「動物救済本部」を設置する。

４ 業務の内容
動物同行避難者や被災したペットへの対応

県地域防
災計画の
反映

344 災害時の
放送

１ 計画の方針
⑶ 緊急放送の要請
イ 全県波放送局の連絡先

１ 計画の方針
⑶ 緊急放送の要請
イ 全県波放送局の連絡先

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 象 協力依頼先
市 １ （略）

２ 避難所でのペットの状況等について県及び動物救済本
部に情報提供する。

３ （略）
４ （略）
５ （略）

県、動物救済本部

県 １ 動物の保護や適正な飼育に関し、県獣医師会や県動物
愛護協会など関係団体等と協力体制を確立し、「動物救済
本部」を設置する。

２ 危険動物の飼育状況を確認し、安全のための措置を講
ずる。

３ 負傷動物や飼い主不明のペットを保護する。
４ （略）
５ （略）

県獣医師会、県動物愛
護協会、環境省、ペット
災害支援協議会

実施主体 対 象 協力依頼先
市 １ （略）

２ 避難所でのペットの飼養状況などについて県及び動物
救済本部に情報提供する。

３ （略）
４ （略）
５ （略）

県、動物救済本部

県 １ 危険動物の飼育状況を確認し、安全のための措置を講
ずる。

２ 負傷動物や飼い主不明のペットを保護する。
３ 動物の保護や適正な飼育に関し、県獣医師会や県動物
愛護協会など関係団体等と協力体制を確立し、「動物救済
本部」を設置する。

４ （略）
５ （略）

県獣医師会、県動物愛
護協会、環境省、ペット
災害支援協議会

局 名 情報受信責任者
ＮＨＫ新潟放送局 コンテンツセンター長

局 名 情報受信責任者
ＮＨＫ新潟放送局 放送部長
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頁 内容 新 旧 修正理由
347

348

公衆通信
の確保

３ 応急対策
⑻ 災害用伝言サービスの提供

災害発生時及び災害の発生により、被災地へ向かう安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての通話
がつながりにくい状況（輻輳）になった場合、災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言板ｗｅｂ171 及び災害用伝言
板（削除）サービスの利用を可能とする。

５ 利用者への広報
電気通信事業者は、災害によって電気通信サービスに支障を来した場合、次に掲げる事項について、広報車又は

インターネット（ホームページのトップページへの掲載、地図による障害エリアの表示灯）により地域の住民及び
関係機関に広報するとともに、さらに報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等により、広範囲
にわたっての広報活動を行う。
⑴ 災害に対してとられている措置及び応急復旧状況、見通し

３ 応急対策
⑻ 災害用伝言サービスの提供

災害発生時及び災害の発生により、被災地へ向かう安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての通話
がつながりにくい状況（輻輳）になった場合、災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言板ｗｅｂ171、災害用伝言板
及び災害用音声のお届けサービスの利用を可能とする。

５ 利用者への広報
電気通信事業者は、災害によって電気通信サービスに支障を来した場合、次に掲げる事項について、広報車また

はインターネット（追加）により地域の住民（追加）に広報するとともに、さらに報道機関の協力を得て、ラジオ・
テレビ放送及び新聞掲載等により、広範囲にわたっての広報活動を行う。

⑴ 災害に対してとられている措置及び応急復旧状況（追加）

県地域防
災計画の
反映

350 電力供給
応急対策

３ 復旧活動体制の組織
⑵ 動員体制

対策本部及び各班の長は、防災体制の発令後、直ちに必要人員を動員する。
ただし、新発田電力センター管内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、各長からの発令を待たず、自動的

に第２非常体制に入るものとし、対策要員（削除）は呼集を待つことなく出動する。
また、被害が甚大で新発田電力センターのみでは早期復旧が困難な場合は他店所や関連企業に応援を要請し要

員を確保する。復旧作業隊及び復旧資材の迅速な輸送を図るため、緊急通行車両の指定措置を関係機関に要請す
る。

３ 復旧活動体制の組織
⑵ 動員体制

対策本部及び各班の長は、防災体制の発令後、直ちに必要人員を動員する。
ただし、新発田電力センター管内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、各長からの発令を待たず、自動的

に第２非常体制に入るものとし、対策要員及び一般社員は呼集を待つことなく出動する。
また、被害が甚大で新発田電力センターのみでは早期復旧が困難な場合は他店所や関連企業に応援を要請し要

員を確保する。復旧作業隊及び復旧資材の迅速な輸送を図るため、緊急通行車両の指定措置を関係機関に要請す
る。

県地域防
災計画の
反映

369 危険物等
施設応急
対策

４ 業務の内容
⑵ 風水害発生時の個別対応

４ 業務の内容
⑵ 風水害発生時の個別対応

県地域防
災計画の
反映

372 道路・橋
梁・トン
ネル等の
応急対策

４ 業務の内容
⑴ 被災状況の把握

道路管理者等（削除）は、関係機関と連携して被害情報の収集に努めるほか、各管理者の定めに応じて道路パ
トロールを実施し、災害時の応援業務協定事業者からの情報など可能な限りの方法により、被災場所や被災状況
等はもとより、道路遮断による集落孤立の状況や周辺の道路交通への影響などについて情報収集する。
特に緊急輸送道路に指定された路線の状況は、最優先に情報収集する。

４ 業務の内容
⑴ 被災状況の把握

道路管理者等である市及び国、県、東日本高速道路㈱は、直ちに道路パトロールを実施するほか、災害時の応
援業務協定事業者からの情報など可能な限りの方法により、被災場所や被災状況等はもとより、道路遮断による
集落孤立の状況や周辺の道路交通への影響などについて情報収集する。
特に緊急輸送道路に指定された路線の状況は、最優先に情報収集する。

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
県 １ （略）

２ 毒物劇物貯蔵施設等について、保健衛生上の危害が生ずる
おそれがあると認められるときは、当該毒物劇物貯蔵施設等
の管理者等に対し、毒物劇物の回収、毒性の除去等の必要な
措置を講じることを命じる。

３ （略）

実施主体 対 策 協力依頼先
県 １ （略）

２ 毒物劇物貯蔵施設（追加）について、保健衛生上の危害が
生ずるおそれがあると認められるときは、当該毒物劇物貯蔵
施設（追加）の管理者等に対し、毒物劇物の回収、毒性の除
去等の必要な措置を講じることを命じる。

３ （略）
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頁 内容 新 旧 修正理由
376 漁港施設

の応急対
策

３ 業務の体系 ３ 業務の体系 県地域防
災計画の
反映

379

380

鉄道事業
者の応急
対策

３ 業務の内容
⑵ 地震時の運転基準及び運転規制区間
ウ なだれ発生時の取扱い

図（略）

⑼ 情報収集・伝達先

３ 業務の内容
⑵ 地震時の運転基準及び運転規制区間
ウ なだれ発生時の取扱い

⑼ 情報収集・伝達先

県地域防
災計画の
反映

鉄道事業者 勤務時間内 （勤務時間外）
ＪＲ東日本新潟支社 企画総務部経営戦略ユニッ

ト
(鉄道事業部指令・サービス品
質改革ユニット（輸送指令）)

TEL:025-248-5104
FAX:025-248-5112

TEL:025-248-5165
FAX:025-248-5166

鉄道事業者 勤務時間内 （勤務時間外）
ＪＲ東日本新潟支社 総務部企画室

(運輸部輸送課司令室)
TEL:025-248-5104
FAX:025-248-5112

TEL:025-248-5165
FAX:025-248-5166

☆風水害発生

・被災の有無、大小、位置等を目視確認被災概要調査

応急措置

被災点検調査

被災判定

原形復旧

公共土木施設災害復旧事業
港湾機能施設災害復旧事業

施設の機能復旧・供用再開

応急復旧

被害拡大の可能性あり

・関係者、関係機関への連絡通報
・立入禁止、避難誘導、応急工事等の措置

・構造物の安全性、施設の利用可能性を詳細に把握

（被害なし） （被害小） （被害大）

☆風水害発生

・被災の有無、大小、位置等を目視確認被災概要調査

応急措置

被災点検調査

被災判定

原形復旧

公共土木施設災害復旧事業
(追加）
tuika

施設の機能復旧・供用再開

応急復旧

被害拡大の可能性あり

・関係者、関係機関への連絡通報
・立入禁止、避難誘導、応急工事等の措置

・構造物の安全性、施設の利用可能性を詳細に把握

（被害なし） （被害小） （被害大）

防災情報システムの運転中止及びなだれ用停止信号の表
示

運転中止 運転中止電鈴及びなだれ用信号炎管の信号表示
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頁 内容 新 旧 修正理由
405

406

407

408

応急住宅
対策

４ 業務の内容
⑵ 応急仮設住宅の供与

⑶ 被災住宅の応急修理の実施

４ 業務の内容
⑵ 応急仮設住宅の供与

⑶ 被災住宅の応急修理の実施

県地域防
災計画の
反映実施主体 対 応 協力依頼先

市 １ （略）
２ 入居者の選定及び管理

入居者選定及び応急仮設住宅の管理は、次のとおり行う。
⑴ 入居要件

応急仮設住宅の入居の対象となる者は、次に掲げる事
項のいずれにも該当する者とする。
（略）

⑵ （略）
⑶ 管理

県と結んだ委託協定に基づき、安心・安全の確保、心の
ケア、入居者によるコミュニティの形成、女性をはじめ
とする生活者の意見の反映、家庭動物の受入等に配慮し、
善良な管理者の注意をもって運営管理に努める（削除）。

⑷ （略）

実施主体 対 応 協力依頼先
市 １ 応急修理の対象者

⑴ 以下の全ての要件を満たす世帯
エ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利
用しないこと。※

※応急修理を行う被災者のうち、応急修理の期間が 1か月を
超えると見込まれる者であって、自宅が半壊（住宅として利
用できない場合）以上の被害を受け、他の住まいの確保が困
難な者は、応急修理中に応急仮設住宅を利用することが可
能。（災害発生日から原則６か月）
⑵ （略）

２ 応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・

配線、トイレ等の衛星設備等の日常生活に必要欠くことの

県 １ （略）
２ 応急仮設住宅の建設方法
⑴ 県知事は協定を締結した建設業関係団体等のあっせん
を受けた業者と賃貸借契約を締結し、業者に応急仮設住
宅を設置させる。
ただし、状況に応じ県知事は、市長に建設を委任する

ことができる。
⑵ （略）

３～５ （略）

市、(一 社)プレハブ建築
協会、(一 社)新潟県建設
業協会、(一 社)全国木造
建設事業協会、(公社)新
潟県宅地建物取引業協
会、(公 社)全国賃貸住宅
経営者協会連合会、そ
の他建設業関係団体

実施主体 対 応 協力依頼先
市 １ （略）

２ 入居者の選定及び管理
入居者選定及び応急仮設住宅の管理は、次のとおり行う。

⑴ 入居要件
応急仮設住宅の入居の対象となる者は、次に掲げる事

項のいずれにも該当するものとする。
（略）

⑵ （略）
⑶ 管理

県と結んだ委託協定に基づき、安心・安全の確保、心の
ケア、入居者によるコミュニティの形成、女性をはじめ
とする生活者の意見の反映、家庭動物の受入等に配慮し、
善良な管理者の注意をもって運営管理に努めるものとす
る。

⑷ （略）
県 １ （略）

２ 応急仮設住宅の建設方法
⑴ 県知事は協定に基づき建設業関係団体の斡旋を受けた
業者と賃貸借契約を締結し、業者に応急仮設住宅を設置
させる。
ただし、状況に応じ県知事は、市長に建設を委任する

ことができる。
⑵ （略）

３～５ （略）

市、(一 社)プレハブ建築
協会、(一 社)新潟県建設
業協会、（追加）(公 社)新
潟県宅地建物取引業協
会、(公 社)全国賃貸住宅
経営者協会連合会（追
加）

実施主体 対 応 協力依頼先
市 １ 応急修理の対象者

⑴ 以下の全ての要件を満たす世帯
エ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利
用しないこと。※

※応急修理を行う被災者のうち、応急修理の期間が 1ヶ月を
超えると見込まれる者であって、自宅が半壊（住宅として利
用できない場合）以上の被害を受け、他の住まいの確保が困
難な者は、応急修理中に応急仮設住宅を利用することが可
能。（災害発生日から原則６ヶ月）
⑵ （略）

２ 応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・

配線、トイレ等の衛星設備等の日常生活に必要欠くことの
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頁 内容 新 旧 修正理由

409 ⑷ 公営住宅の特例使用

⑸ 民間賃貸住宅の紹介・あっせん

⑹ 住宅建設資材のあっせん

⑷ 公営住宅の特例使用

⑸ 民間賃貸住宅の紹介・斡旋

⑹ 住宅建設資材の斡旋
413 ボランテ

ィアの受
入れ計画

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

災害発生時の災害ボランティア活動が円滑に行われるよう、関係機関の支援・協力により、県災害救援ボラン
ティア支援センター（以下「県支援センター」という。）及び市災害ボランティアセンター（以下「災害ボランテ
ィアセンター」という。）の設置及び運営を迅速かつ的確に実施する。また、災害ボランティアセンターと県支援
センターで活動調整を行う。

⑵ 各主体の責務
ア 新発田市社会福祉協議会の責務
(ｱ) （削除）災害ボランティアセンターを運営する。

（削除）

(ｲ) 災害ボランティア活動に係る情報の受発信を行い、県外の行政機関、県内外の支援団体などと、災害ボラ
ンティアセンター等の支援体制について調整を図る。

イ 市の責務
(ｱ) （略）
(ｲ) 災害ボランティアセンターを支援し、県災害対策本部との情報共有を図る。
(ｳ) 市災害対策本部は、災害ボランティアセンターを設置・運営する新発田市社会福祉協議会をはじめ、地元や
外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の様々なボランティア団体等と、被災者のニーズや支援活動
の情報を共有する場を設置するなどし、連携のとれた支援活動を展開するよう努める。

１ 計画の方針
⑴ 基本方針

災害発生時の災害ボランティア活動が円滑に行われるよう、関係機関の支援・協力により、県災害救援ボラン
ティア支援センター（以下「県支援センター」という。）及び市災害ボランティアセンター（以下「（追加）ボラ
ンティアセンター」という。）の設置及び運営を迅速かつ的確に実施する。（追加）

⑵ 各主体の責務
ア 新発田市社会福祉協議会の責務
(ｱ) 災害が発生し、災害ボランティア活動の必要があるとき、市災害対策本部と協議して（追加）ボランティ
アセンターを設置する。

(ｲ) ボランティアセンターの設置・運営は、新発田市社会福祉協議会が主体となり、各種団体、個人ボランティ
ア等の協力を得て協働で組織する。

(ｳ) 災害ボランティア活動に係る情報の受発信を行い、県外の行政機関、県内外の支援団体などと、（追加）ボ
ランティアセンター等の支援体制について調整を図る。

イ 市の責務
(ｱ) （略）
(ｲ) （追加）ボランティアセンターの設置に伴い職員を派遣し、同センターの運営を支援する。
(ｳ) 市災害対策本部は、（追加）ボランティアセンターを設置・運営する新発田市社会福祉協議会をはじめ、地
元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の様々なボランティア団体等と、情報を共有する場を設
置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努め
る。

県地域防
災計画の
反映

できない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当
な箇所について実施する。

３ （略）
４ 応急修理の期間

災害が発生した日から、原則として３か月以内（国の災害
対策が設置された災害においては６か月）に完了する。ただ
し、交通機関の途絶その他の特殊な事情により期間内に修
理ができない場合は、事前に内閣総理大臣と協議の上、必要
最小限度の期間を延長する（削除）。

５・６ （略）

実施主体 対 応 協力依頼先
市、県 １・２ （略）

３ 県は、災害発生から３日以内を目途に、提供可能な住宅を
県ホームページやマスコミ等で公表するとともに、状況に応
じ被災地に相談所等を開設し、あっせんに努める。

近隣市町村、隣接県

できない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当
な箇所について、実施することとする。

３ （略）
４ 応急修理の期間

災害が発生した日から、原則として３ヶ月以内（国の災害
対策が設置された災害においては６ヶ月）に完了する。ただ
し、交通機関の途絶その他の特殊な事情により期間内に修理
ができない場合は、事前に内閣総理大臣と協議の上、必要最
小限度の期間を延長するものとする。

５・６ （略）

実施主体 対 応 協力依頼先
市、県 １・２ （略）

３ 県は、災害発生から３日以内を目途に、提供可能な住宅を
県ホームページやマスコミ等で公表するとともに、状況に応
じ被災地に相談所等を開設し、斡旋に努める。

近隣市町村、隣接県
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頁 内容 新 旧 修正理由

414

415

ウ 災害ボランティアセンターの責務
災害が発生し、ボランティア活動の必要があるとき、市と新発田市社会福祉協議会が協議し、災害ボランテ

ィアセンターを設置する。
(ｱ) 被災地や被災者のボランティアニーズの把握を行う。
(ｲ) （略）
(ｳ) （削除）ボランティアの受入（削除）を行う。

エ 県支援センターの責務
(ｱ) 災害が発生し、ボランティア活動の必要があるとき、県と新潟県社会福祉協議会が協議し、県支援センター
を、新潟ユニゾンプラザに設置する。
(ｲ) 災害ボランティア活動に係る情報の受発信及び災害ボランティアセンターの立ち上げ、運営支援などを行
う。

オ 新潟県社会福祉協議会の責務
(ｱ) 県支援センターの運営を統括する。
(ｲ) 県内外の社会福祉協議会や関係支援団体などと、災害ボランティアセンター等の支援体制について調整を
行う。

カ 県の責務
（削除）
(ｱ) 県支援センターを支援し、市災害対策本部との情報共有を図る。
(ｲ) 県外の行政機関、県内外の支援団体などと、災害ボランティアセンター等の支援体制について調整を行う。

（削除）

２ 業務の体系

ウ （追加）ボランティアセンターの責務
（追加）

(ｱ) ボランティアセンターの運営、避難所などの施設運営等に係るボランティアニーズの把握を行う。
(ｲ) （略）
(ｳ) 駆けつけたボランティアの受入れ及び登録を行う。

エ 県支援センターの責務
(ｱ) 県は、県災害ボランティア調整会議と協働して県支援センターを新潟県庁内に設置し、同センターの運営
を行う。
(ｲ) 災害ボランティア活動に係る情報の受発信及び（追加）ボランティアセンターの立ち上げ（追加）支援な
どを行う。

オ 新潟県社会福祉協議会の責務
(ｱ) 県支援センターの設置に伴い職員を派遣し、県支援センターの運営を支援する。
(ｲ) 県内外の社会福祉協議会や関係支援団体などと、（追加）ボランティアセンター等の支援体制について調整
を図るため職員を配置する。

カ 県の責務
(ｱ) 県支援センターのスペース等の提供、職員の派遣を行う。
(ｲ) 県支援センターを統括し、県災害対策本部との情報共有を図る。
(ｳ) 県外の行政機関、県内外の支援団体などと、（追加）ボランティアセンター等の支援体制について調整を図
るため職員を配置する。

⑶ 達成目標
災害ボランティアの受入計画は、概ね次による。

３ 業務の体系
☆災害発生
24時間以内 ・県、市、新潟県社会福祉協議会、新発田市社会福祉協議会等が、被災状況の把握
2日目～ ・災害ボランティアセンターの設置

・県支援センターの設置
3日目～ ・ボランティア受入れ体制の検討、準備
受入れ体制完了後 ・ボランティアの募集

・ボランティアの受入れ

災害発生中 県と調整会議による意思決定、県支援センターの設置運営、情報の受発信
避難指示解除後
24時間以内

○市災害ボランティアセンターの設置
○被災地のボランティアニーズの把握
○調整会議構成団体による市への先遣隊の受入

避難指示解除後
２日以内

災害ボランティア受入広報の発信

ボランティア受入れ広報の発信

ボランティアの受入れ

ボランティアセンター設置

情報の発信

県支援センター設置

２日目～

災害発生中

避難指示解除後
12～24 時間

☆風水害発生
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414

３ 業務の内容
⑴ 県支援センターの運営

⑵ 災害ボランティアセンターの運営

４ 情報の流れ
⑴ 被災地から

⑵ 被災地へ

４ 業務の内容
⑴ 県支援センターの運営

⑵ （追加）ボランティアセンターの運営

２ 情報の流れ
⑴ 被災地から

⑵ 被災地へ

実施主体 対 応 協力依頼先
県社会福祉協議会 ・センター運営に係る総括及び資金管理 全国社会福祉協議会、

被災地以外の市町村社
会福祉協議会

県 １ センター運営に係る支援
２ センター運営に係る資機材の提供

国や他県等の行政機関

新潟県災害ボランティ
ア調整会議

・センター運営に係る協力 構成団体

実施主体 対 応 協力依頼先
新発田市社会福祉協議
会

（削除）
（削除）
・災害ボランティアセンター運営に係る統括及び資金管理

被災地以外の市町村社
会福祉協議会

市 （削除）
・災害ボランティアセンター運営に係る支援

県内外の市町村等の行
政機関

県支援センター ・災害ボランティアセンター運営に係る広域調整や、資機材調
達の支援

国や他県等の行政機関

新潟県災害ボランティ
ア調整会議

・災害ボランティアセンター運営に係る協力 構成団体の市支部など

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
被災者、避難所 災害ボランティアセンター ○（削除）ボランティアニーズ

災害ボランティアセンター 県支援センター、市災害対策
本部

○集約された被災地におけるボランティアのニ
ーズやボランティア活動に必要な人員、資機材
等のニーズ

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
協定先企業・団体 県災害対策本部 ○支援・協力予定情報
県災害対策本部、他の行政機
関、関係団体

県支援センター、市災害対策
本部

県支援センター、市災害対策
本部

災害ボランティアセンター

災害ボランティアセンター 避難所、被災者

実施主体 対 策 協力依頼先
県社会福祉協議会 １ センターに職員を派遣し運営を支援

２ 運営に係る補佐及び資金管理
全国社会福祉協議会、
被災地以外の市町村社
会福祉協議会

県 １ センター運営に係る場所や資機材の提供
２ センターに職員を派遣し運営を統括

国や他県等の行政機関

新潟県災害ボランティ
ア調整会議

・調整会議の活動に係る県災害ボランティア基金の活用 構成団体

実施主体 対 策 協力依頼先
新発田市社会福祉協議
会

１ ボランティアセンターの運営
２ ボランティアセンター運営に係る資機材の提供
３ （追加）ボランティアセンター運営に係る統括及び資金管
理

被災地以外の市町村社
会福祉協議会

市 １ ボランティアセンターに職員を派遣し運営を支援
２ （追加）ボランティアセンター運営に係る資機材の提供

県内外の市町村等の行
政機関

県支援センター ・（追加）ボランティアセンター運営に係る（追加）資機材調
達の支援

国や他県等の行政機関

新潟県災害ボランティ
ア調整会議

・（追加）ボランティアセンターに構成団体会員等を派遣し運
営を支援

構成団体（追加）

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
避難所、被災者 （追加）ボランティアセンタ

ー
○避難所などにおけるボランティアニーズ

市災害ボランティアセンター 県支援センター、市災害対策
本部

○集約された被災地におけるボランティアのニ
ーズやボランティア活動に必要な人員、資機材
等のニーズ

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
協定先企業・団体 県災害対策本部 ○支援・協力予定情報
県災害対策本部、他の行政機
関、関係団体

県支援センター、市災害対策
本部

県支援センター、市災害対策
本部

（追加）ボランティアセンタ
ー

（追加）ボランティアセンタ
ー

避難所、被災者
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頁 内容 新 旧 修正理由
419

420

義援物資
対策

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ) 避難所の配置職員等により、（削除）物資のニーズを遂次把握するとともに、物資の適切な集積拠点を確保
する。

(ｲ) （略）
(ｳ) ＮＰＯ等と協力し、必要物資を迅速に被災地へ届ける。

イ 県の責務
(ｱ) 市の物資のニーズ等を集約し、被災地ニーズに合った物資支援が可能となるよう努める。
(ｲ) 県ホームページ、報道機関等を通じて、（削除）発災６時間後には、被災地ニーズに関する情報を全国へ発
信する。

２ 情報の流れ
⑴ 被災地から

⑵ 被災地へ

３ 業務の体系

１ 計画の方針
⑵ 各主体の責務
ア 市の責務
(ｱ) 避難所の配置職員（追加）により、必要な物資・数量を（追加）把握する（追加）。

(ｲ) （略）
(ｳ) ＮＰＯ等と協力し、必要物資を迅速に被災者へ届ける。

イ 県の責務
(ｱ) 避難人数、避難場所等の情報提供を行い、現地に物資が直接届くようにする。
(ｲ) インターネット、マスコミ等により、「要るもの」「足りているもの」の情報を発災６時間後には（追加）全
国へ発信する。

２ 情報の流れ
⑴ 被災地から

⑵ 被災地へ

３ 業務の体系

県地域防
災計画の
反映

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
市 県 ○集約された被災地ニーズ

（削除） （削除）
（削除） ○物資取扱方針

県 （削除） （削除）
物資提供者 ○物資取扱方針

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
物資提供者 県 ○物資提供の申出
県 （略） （略）
市 （略） （略）

直後～
６時間後

☆地震発生

（提供申出対応） （情報発信） （情報収集）

１日目以降

市災害対策本部縮小
時期

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
市 県 ○集約された被災地ニーズ

協定先企業・団体 ○調達要請
国民 ○物資取扱方針

県 協定先企業・団体 ○調達要請
国民 ○物資取扱方針

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容
（追加） （追加） （追加）
県 （略） （略）
市 （略） （略）

直後～
６時間後

☆地震発生

（提供申出対応） （情報発信） （情報収集）

１日目以降

市災害対策本部縮小
時期

交通情報被災地
ニーズ

物資取扱方針
（削除）

物資取扱方針に基づく
電話･メール･FAX 対応

物資取扱方針に基づく
電話対応

交通情報被災地
ニーズ

物資取扱方針、被
災地ニーズ
（削除）
交通情報

被災地
ニーズ

義援物資受入れの
停止宣言

電話対応（申出の御礼、
受入停止の説明）

交通情報被災地
ニーズ

物資取扱方針
情報

物資受入方針に基づく
電話･メール･FAX 対応

物資受入方針に基づく
電話対応

交通情報被災地
ニーズ

（追加）被災地ニ
ーズ

要求、調達情報
交通情報

被災地
ニーズ

義援物資受入れの
停止宣言

電話対応（申出の御礼、
受入停止の説明）
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頁 内容 新 旧 修正理由
４ 業務の内容
⑵ 情報発信

４ 業務の内容
⑵ 情報発信

426

427

429

431

民生安定
化対策

３ 被災者のための相談、支援
市、国及び県は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケース

マネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、
被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。
⑷ 被災者等の生活再建等の支援
ア～エ （略）
オ 国［総務省］は、被災者に対する各種支援措置の案内等に対応する特別行政相談活動を行うものとする。

６ 応急金融措置
⑷ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請
ア （略）
(ｳ) 電子交換所において被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認めるほか、不渡処分の猶予等の
特別措置をとること。

11 その他公共料金の特例措置
⑴ 郵便業務
ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除
(ｲ) 被災地の地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は中央共同募金会にあてた小包又は現金書留に限る。

３ 被災者のための相談、支援
市、国及び県は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、（追加）見守

り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ること
ができる環境の整備に努めるものとする。
⑷ 被災者等の生活再建等の支援
ア～エ （略）
（追加）

６ 応急金融措置
⑷ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請
ア （略）
(ｳ) 被災地の手形交換所において被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認めるほか、不渡処分の
猶予等の特別措置をとること。

11 その他公共料金の特例措置
⑴ 郵便業務
ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除
(ｲ) 被災地の地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金会連合会にあてた小包又は現金書留に限
る。

県地域防
災計画の
反映

434

435

436

437

融資・貸
付その他
資金等に
よる支援
計画

３ 資金名等
⑴ 災害弔慰金

災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を支給する。（令和 7年 4月１日現在）
⑵ 災害障害見舞金

災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた者に対して災害障害見舞金を支給する。
（令和 7年 4月１日現在）

⑶ 被災者生活再建支援金
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより、

その生活を支援する。（令和 7年４月１日現在）
⑷ 災害援護資金の貸付

災害により家財等に被害があった場合、生活の建て直しの資金として、災害救助法の適用時は災害援護資金を
貸し付ける。（令和７年 4月 1日現在）

⑸ 生活福祉資金貸付
災害により家財等に被害があった場合、生活の立直し資金として、災害救助法適用時「災害弔慰金の支給等に

関する法律」に基づく災害援護資金を、同法の適用に至らない小災害時には生活福祉資金及び母子父子寡婦福祉

３ 資金名等
⑴ 災害弔慰金

災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を支給する。（平成 31年 4 月１日現在）
⑵ 災害障害見舞金

災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた者に対して災害障害見舞金を支給する。
（平成 31年 4 月１日現在）

⑶ 被災者生活再建支援金
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより、

その生活を支援する。（令和 4年４月１日現在）
⑷ 災害援護資金の貸付

災害により家財等に被害があった場合、生活の建て直しの資金として、災害救助法の適用時は災害援護資金を
貸し付ける。（平成 31年 4 月 1 日現在）

⑸ 生活福祉資金貸付
災害により家財等に被害があった場合、生活の立直し資金として、災害救助法適用時「災害弔慰金の支給等に

関する法律」に基づく災害援護資金を、同法の適用に至らない小災害時には生活福祉資金及び母子父子寡婦福祉

県地域防
災計画の
反映

実施主体 対 策 協力依頼先
市災害対策本部 物資取扱（削除）方針

・被災地のニーズ
・被災地状況
・必要としているもの以外は原則受け入れない方針等をいち
早く、市ホームページや報道機関等を通じて情報発信する

報道機関、県災害対策
本部等

実施主体 対 策 協力依頼先
市災害対策本部 物資取扱いに係る方針

・被災地のニーズ
・被災地状況
・必要としているもの以外は原則受け入れない方針等をいち
早く、市ホームページやマスコミを通じて情報発信する

報道機関、県災害対策
本部等
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頁 内容 新 旧 修正理由

438

439

440

441

資金を貸し付ける。（令和 7年 4月１日現在）
⑹ 母子父子寡婦福祉資金貸付

（令和 7年 4月１日現在）
⑺ 住宅金融支援機構資金（災害復興住宅資金の貸付）

市及び県は、被災地の滅失又は損失した家屋の状況を調査し、被災者に対し当該資金の融資が円滑に行われる
よう、制度広報を行うとともに、被害率の認定を早期に実施して、災害復興住宅資金の借入の促進を図る。
なお、融資内容は次のとおりである。（令和 7年 4月 1日現在）

⑼ 天災融資制度
農林漁業被害が甚大で、「天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法」（以下「天災融

資法」という。）が発動された場合は、被災農林漁業者に対して、その再生産に必要な低利の経営資金を融通する
ことにより経営の安定を図る。なお、激甚災害法の適用を受けた場合は、貸付限度額の引き上げや償還期間の延
長を行う。（令和 7年 4月 1日現在）

⑽ 日本政策金融公庫資金（農林水産事業部）
被害農林漁業者に対し、農林漁業用施設等が被害を受けた場合はその復旧に要する資金を、災害のために資金

を導入しなければ経営の維持が困難な場合は経営資金等の融資及び既往貸付期限の延期措置を行うものとする。
（令和 7年 4月 1 日現在）

資金を貸し付ける。（平成 31年 4 月１日現在）
⑹ 母子父子寡婦福祉資金貸付

（平成 31年 4月１日現在）
⑺ 住宅金融支援機構資金（災害復興住宅資金の貸付）
市及び県は、被災地の滅失又は損失した家屋の状況を調査し、被災者に対し当該資金の融資が円滑に行われる

よう、制度広報を行うとともに、被害率の認定を早期に実施して、災害復興住宅資金の借入の促進を図る。
なお、融資内容は次のとおりである。（令和 4年 10 月 1 日現在）

⑼ 天災融資制度
農林漁業被害が甚大で、「天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法」（以下「天災融

資法」という。）が発動された場合は、被災農林漁業者に対して、その再生産に必要な低利の経営資金を融通する
ことにより経営の安定を図る。なお、激甚災害法の適用を受けた場合は、貸付限度額の引き上げや償還期間の延
長を行う。（令和 3年 4月 1日現在）

⑽ 日本政策金融公庫資金（農林水産事業部）
被害農林漁業者に対し、農林漁業用施設等が被害を受けた場合はその復旧に要する資金を、災害のために資金

を導入しなければ経営の維持が困難な場合は経営資金等の融資及び既往貸付期限の延期措置を行うものとする。
（令和 5年 1月 19 日現在）

区分 資金の
種 類

融 資 対 象
となる事業 貸付の相手方 利 率

（年利） 償還期間
償還期間
の う ち
措置期間

農
業
関
係
資
金

農業経営基
盤強化資金

農地又は牧野の復旧 農業経営改善計画の認
定を受けた農業を営む
個人・法人

1.15~
1.70%

25 年以内 10年以内
災害のため必要とす
る長期運転資金

農業基盤整
備資金

農地若しくは牧野の
保全又は利用上必要
な施設の災害復旧

農業を営む者、土地改良
区・同連合、農協・同連
合会等

1.15~
1.70％

25 年以内 10年以内

農林漁業施
設資金

〈共同利用施設〉
農産物の生産、流通、
加工又は販売に必要
な共同利用施設の復
旧

土地改良区・同連合、農
協・同連合会、水産業協
同組合、中小企業等協同
組合、農業共済組合・同
連合会、5 割法人・団
体、農業振興法人、特定
事業を共同で行う農業
者

1.15~
1.70％

20 年以内 3年以内

〈主務大臣指定施設〉
⑴ 農業施設の復旧

⑴農業を営む者

⑵農協・同連合会
（⑴への転貸に限定）

1.15~
1.70％

⑴ 15 年以
内

⑴3年以内

⑵ 被災果樹の改植
又は補植

1.15~
1.70%

⑵ 25 年以
内

⑵ 10 年以
内

林
業
関
係
資
金

林業基盤
整備資金

樹苗養成施設の復旧 樹苗養成の事業を営む
者、森林組合・同連合会、
農協、中小企業等協同組
合

1.15~
1.70%

15 年以内 5年以内

林道の復旧 林業を営む者、森林組
合・同連合会、農協、中
小企業等協同組合、5割
法人、林業振興法人

1.15~
1.70%

20 年以内
(林業経営
改善計画に
基づくもの
25 年以内)

3 年 以 内
（林業経営
改善計画に
もとづくも
の 7 年 以
内）

林
業

関
係

農林漁業
施設資金

〈共同利用施設〉
林産物の生産、流通、
加工又は販売に必要

農協・同連合会、森林組
合・同連合会、中小企業
等共同組合、5割法人・

1.15~
1.70%

20 年以内 3年以内

区分 資金の
種 類

融 資 対 象
となる事業 貸付の相手方 利 率

（年利） 償還期間
償還期間
の う ち
措置期間

農
業
関
係
資
金

農業経営基
盤強化資金

農地又は牧野の復旧 農業経営改善計画の認
定を受けた農業を営む
個人・法人

0.40~
0.80%

25 年以内 10年以内
災害のため必要とす
る長期運転資金

農業基盤整
備資金

農地若しくは牧野の
保全又は利用上必要
な施設の災害復旧

農業を営む者、土地改良
区・同連合、農協・同連
合会等

0.40~
0.80％

25 年以内 10年以内

農林漁業施
設資金

〈共同利用施設〉
農産物の生産、流通、
加工又は販売に必要
な共同利用施設の復
旧

土地改良区・同連合、農
協・同連合会、水産業協
同組合、中小企業等協同
組合、農業共済組合・同
連合会、5 割法人・団
体、農業振興法人、特定
事業を共同で行う農業
者

0.40~
0.80％

20 年以内 3年以内

〈主務大臣指定施設〉
⑴ 農業施設の復旧

⑴農業を営む者

⑵農協・同連合会
（⑴への転貸に限定）

0.40~
0.80％

⑴ 15 年以
内

⑴3年以内

⑵ 被災果樹の改植
又は補植

0.40~
0.80%

⑵ 25 年以
内

⑵ 10 年以
内

林
業
関
係
資
金

林業基盤
整備資金

樹苗養成施設の復旧 樹苗養成の事業を営む
者、森林組合・同連合会、
農協、中小企業等協同組
合

0.40~
0.80%

15 年以内 5年以内

林道の復旧 林業を営む者、森林組
合・同連合会、農協、中
小企業等協同組合、5割
法人、林業振興法人

0.40~
0.80%

20 年以内
(林業経営
改善計画に
基づくもの
25 年以内)

3 年 以 内
（林業経営
改善計画に
もとづくも
の 7 年 以
内）

林
業

関
係

農林漁業
施設資金

〈共同利用施設〉
林産物の生産、流通、
加工又は販売に必要

農協・同連合会、森林組
合・同連合会、中小企業
等共同組合、5割法人・

0.40~
0.80%

20 年以内 3年以内
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頁 内容 新 旧 修正理由

446

447

公共施設
等災害復
旧対策

３ 被害状況調査及び集計
⑶ 災害復旧事業

３ 被害状況調査及び集計
⑶ 災害復旧事業

県地域防
災計画の
反映

458 雪害対策
降雪等に
関する特
別警報・
警報・注
意報及び
予報

４ 新潟地方気象台の役割
⑶ 今後の雪（解析積雪深・解析降雪量、降雪短時間予報）

解析積雪深・解析降雪量は、積雪の深さと降雪量の実況を 1時間ごとに約 5km四方の細かさで推定したもの。
降雪短時間予報は、6時間先までの 1 時間毎の積雪の深さと降雪量を約 5km 四方の細かさで面的に予測したも
の。これらは、1時間毎に発表する。積雪深計による観測が行われていない地域を含めた積雪・降雪の解析・予測
を面的な情報として把握でき、雪による交通への影響を前もって判断すること等に活用できる。気象庁ホームペ
ージでは、「今後の雪（削除）」のページから利用できる。

４ 新潟地方気象台の役割
⑶ 解析積雪深・解析降雪量、降雪短時間予報（今後の雪）

解析積雪深・解析降雪量は、積雪の深さと降雪量の実況を 1時間ごとに約 5km四方の細かさで推定したもの。
降雪短時間予報は、6 時間先までの 1 時間毎の積雪の深さと降雪量を約 5km 四方の細かさで面的に予測したも
の。これらは、1時間毎に発表する。積雪深計による観測が行われていない地域を含めた積雪・降雪の解析・予測
を面的な情報として把握でき、雪による交通への影響を前もって判断すること等に活用できる。気象庁ホームペ
ージでは、「今後の雪（降雪短時間予報）」のページから利用できる。

県地域防
災計画の
反映

資
金

な共同利用施設の復
旧

団体、林業振興法人

〈主務大臣指定施設〉
林業施設の復旧

林業を営む者 1.15~
1.70%

15 年以内 3年以内

漁
業
関
係
資
金

漁業基盤
整備資金

漁港に係る防波堤防
等の復旧

水産業協同組合（漁業生
産組合は除く）、5 割法
人、漁業を営む者

1.15~
1.70%

20 年
以内

3年以内

漁場及び水産種苗生
産施設の復旧

水産業協同組合、5割法
人・団体、特定事業を共
同で行う漁業者

農林漁業
施設資金

〈共同利用施設〉
水産物の生産、流通、
加工又は販売に必要
な共同利用施設の復
旧

水産業協同組合（漁業生
産組合を除く。）、5割法
人・団体、漁業振興法人

1.15~
1.70%

20 年
以内

3年以内

〈主務大臣指定施設〉
漁船、水産施設の復旧

漁業を営む者 1.15~
1.70%

15 年
以内

3年以内

農
林
漁
業

共
通

農林漁業セ
ーフティネ
ット資金

災害により被害を受
けた経営の再建に必
要な資金

一定の要件を満たす農
業者、林業者又は漁業者

1.15~
1.65%

10 年以内 3年以内

資
金

な共同利用施設の復
旧

団体、林業振興法人

〈主務大臣指定施設〉
林業施設の復旧

林業を営む者 0.40~
0.80%

15 年以内 3年以内

漁
業
関
係
資
金

漁業基盤
整備資金

漁港に係る防波堤防
等の復旧

水産業協同組合（漁業生
産組合は除く）、5 割法
人、漁業を営む者

0.40~
0.80%

20 年
以内

3年以内

漁場及び水産種苗生
産施設の復旧

水産業協同組合、5割法
人・団体、特定事業を共
同で行う漁業者

農林漁業
施設資金

〈共同利用施設〉
水産物の生産、流通、
加工又は販売に必要
な共同利用施設の復
旧

水産業協同組合（漁業生
産組合を除く。）、5割法
人・団体、漁業振興法人

0.40~
0.80%

20 年
以内

3年以内

〈主務大臣指定施設〉
漁船、水産施設の復旧

漁業を営む者 0.40~
0.80%

15 年
以内

3年以内

農
林
漁
業

共
通

農林漁業セ
ーフティネ
ット資金

災害により被害を受
けた経営の再建に必
要な資金

一定の要件を満たす農
業者、林業者又は漁業者

0.40~
0.80%

10 年以内 3年以内

災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の窓口
⑴ 公共土木施設災害復旧事業
（公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担法）

（上水道施設災害復旧費及び簡
易水道施設災害復旧費補助金）

（略）

水道施設

（略）

国土交通省

（略）

福祉保健部生活衛生課

⑺ その他の災害復旧事業
①工業用水道（予算措置）
②中小企業（激甚法） 工業用水道施設

中小企業共同施設

経済産業省

企業局施設課
産業労働部地域産業振興課小規模企
業支援班

災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の窓口
⑴ 公共土木施設災害復旧事業
（公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担法）

（追加）

（略）

（追加）

（略）

（追加）

（略）

（追加）

⑺ その他の災害復旧事業
①工業用水道（予算措置）
②中小企業（激甚法） 工業用水道施設

中小企業共同施設

経済産業省

企業局施設課
産業労働観光部産業政策課経営支援
室
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頁 内容 新 旧 修正理由
473 雪害対策

積雪期の
交通確保
計画

６ 鉄道事業者の役割
⑴ 一般鉄道施設
エ 雪害時の対策
(ｱ) 消防団（削除）の派遣要請

雪害時における緊急除雪等は、社員（非現業職員を含む。）の動員を第一とし、必要に応じ関連事業所の応
援を得て実施する。関連事業所の応援によっても困難な場合は、状況に応じ消防団（削除）の派遣を求める。

６ 鉄道事業者の役割
⑴ 一般鉄道施設
エ 雪害時の対策

(ｱ) 消防団、自衛隊の派遣要請

雪害時における緊急除雪等は、社員（非現業職員を含む。）の動員を第一とし、必要に応じ関連事業所の応

援を得て実施する。関連事業所の応援によっても困難な場合は、状況に応じ消防団又は自衛隊の派遣を求め

る。

県地域防
災計画の
反映

542 海上事故
災害対策
海上事故
災害予防
計画

９ 北陸信越運輸局の役割
⑴・⑵ （略）
⑶ 重大事故情報等の公表

北陸信越運輸局は、重大な事故の情報、過去の行政処分歴等を公表する。また、国による安全情報の拡充、旅
客船事業者の安全性評価・認定制度等により、旅客船事業者に係る安全情報の充実を図るものとする。

１ 計画の方針
⑴・⑵ （略）
（追加）

県地域防
災計画の
反映

560

561

562

563

564

土砂災害
対策 土
砂災害予
防計画

２ 市民及び企業等の役割
⑴ 市民及び企業等の役割

イ 土砂災害警戒区域等（削除）、避難路、指定緊急避難場所、指定避難所について、位置を把握しておくなど、
日頃から土砂災害関連情報を収集し、自主防災組織の一員として、災害対応ができる間柄の形成に努める。

３ 市の役割
⑴・⑵ （略）
⑶ 住宅の移転促進

各種制度の活用により、人命、財産等を土砂災害から保護するため、災害危険区域又は土砂災害特別警戒区域
にある住宅、若しくはがけ地に近接する住宅の移転促進を図る。

⑷～⑻ （略）
⑼ 地すべり（削除）巡視員の設置

４ 国・県の役割
⑴ 山地に起因する土砂災害防止対策の実施
イ 治山事業の実施：県は、災害発生の危険性の高い地区については、保安林に指定し、治山施設の整備等のハ
ード対策を森林整備保全事業計画に基づいて、緊急度の高い箇所から順次計画的に進める。（略）

⑵～⑼ （略）
⑽ 住宅の移転促進

県は、人命、財産等を土砂災害から保護するため、災害危険区域又は土砂災害特別警戒区域にある住宅、若し
くはがけ地に近接する住宅を移転する市を支援する。

⑾～⒂ （略）
⒃ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく既存盛土等に関する調査等を踏まえた対応

県は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握
した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。また、これらを踏まえ、危険
が確認された盛土等について、各法令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の是正指導を行うものとする。
さらに、県は当該盛土等について、対策が完了するまでの間に、市町村において地域防災計画や避難情報の発令
基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行うものとする。

２ 市民及び企業等の役割
⑴ 市民及び企業等の役割

イ 土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所、避難路、指定緊急避難場所、指定避難所について、位置を把
握しておくなど、日頃から土砂災害関連情報を収集し、自主防災組織の一員として、災害対応ができる間柄
の形成に努める。

３ 市の役割
⑴・⑵ （略）
⑶ 住宅の移転促進

各種制度の活用により、人命、財産等を土砂災害から保護するため、災害危険区域又は土砂災害特別警戒区域
にある住宅（追加）の移転促進を図る。

⑷～⑻ （略）
⑼ 地すべり防止区域巡視員の設置

４ 国・県の役割
⑴ 山地に起因する土砂災害防止対策の実施
イ 治山事業の実施：県は、災害発生の危険性の高い地区については、保安林に指定し、治山施設の整備等のハ
ード対策を森林整備（追加）事業計画に基づいて、緊急度の高い箇所から順次計画的に進める。（略）

⑵～⑼ （略）
⑽ 住宅の移転促進

県は、人命、財産等を土砂災害から保護するため、災害危険区域又は土砂災害特別警戒区域にある住宅（追加）
を移転する市を支援する。

⑾～⒂ （略）
⒃ 盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえた対応

県は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土（追加）について、各法令に基
づき、速やかに（追加）撤去命令等の是正指導を行うものとする。また、県は当該盛土（追加）について、対策
が完了するまでの間に、市町村において地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、
適切な助言や支援を行うものとする。

県地域防
災計画の
反映
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頁 内容 新 旧 修正理由
565 ６ 土砂災害警戒情報の伝達系統図 ６ 土砂災害警戒情報の伝達系統図

566

568

土砂災害
対策 土
砂災害緊
急情報・
土砂災害
警戒情報
伝達計画

１ 計画の方針
⑶ 国及び県の責務
イ 土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が更に高まったとき、市町村長の避難指
示や地域住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村（聖籠町を除く）を特定して警戒を呼びか
ける情報で、新潟県と新潟地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は
新潟県土砂災害警戒情報システム及び土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することが
できる。
なお、土砂災害警戒情報は、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

４ 業務の内容
⑶ 県の業務
ウ 大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨によって土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村の防災活動や
県民の避難行動を支援するため、新潟地方気象台と共同で、土砂災害警戒情報を発表し、市町村長等に通知及
び一般へ周知する。
なお、土砂災害警戒情報は、危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル 4に相当する。また、

これを補足する情報である新潟県土砂災害警戒情報システム及び土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険
度分布）で、実際に危険度が高まっている場所を確認することができる。（削除）

１ 計画の方針
⑶ 国及び県の責務
イ 土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が更に高まったとき、市町村長の避難指
示や地域住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村（聖籠町を除く）を特定して警戒を呼びか
ける情報で、新潟県と新潟地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は
（追加）土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。（追加）危険な場所か
らの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

４ 業務の内容
⑶ 県の業務
ウ 大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨によって土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村の防災活動や
県民の避難行動を支援するため、新潟地方気象台と共同で、土砂災害警戒情報を発表し、市町村長等に通知及
び一般へ周知する。
なお、（追加）これを補足する情報である（追加）土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で、

実際に危険度が高まっている場所を確認することができる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

県地域防
災計画の
反映

新潟県土木部
（砂防課） 新潟地方気象台

新潟県防災局
（危機対策課）

（削除）
（削除）
（削除）

（削除）
（削除）
（削除）
（削除）
・ＮＨＫ新潟放送局
（削除）

市、県関係地域機関

実線:専用回線
点線:電子メール等

新潟県土木部
（砂防課） 新潟地方気象台

新潟県防災局
（危機対策課）

・国土交通省北陸地方整備局河川管理課
・国土交通省北陸信越運輸局
・海上保安庁第九管区海上保安本部及び新潟海上
保安部

・陸上自衛隊新発田駐屯地
・新潟県警察本部
・東日本電信電話㈱新潟支店
・ＪＲ東日本新潟支社
・ＮＨＫ新潟放送局
・エフエムラジオ新潟

市、県関係地域機関

実線:専用回線
点線:電子メール等
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頁 内容 新 旧 修正理由
571 土砂災害

対策 土
砂災害・
斜面災害
応急対策

４ 業務の内容
⑶ 避難指示等の実施

４ 業務の内容
⑶ 避難指示等の実施

県地域防
災計画の
反映実施主体 対 策

市 １ 土砂災害緊急情報や被災概要調査の結果及び土砂災害に関する防災情報により、危
険と認められる場合は、関係市民へ調査概要の報告等に関係する情報を提供するとと
もに避難のための指示及び避難誘導等を実施する。特に台風による大雨発生など事前
に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなる
まで、市民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努める。

２ 避難指示等の発令が必要となるような災害発生が予想される場合は夕刻時点で発
令する。また、夜間・未明であっても発令基準に該当する場合は、躊躇なく避難指示
等を発令する。

３ 指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険なおそれがある場合等におい
て、危険な場所にいる居住者等に緊急安全確保を発令する。

４ 異常時における臨機の措置に備えるため、職員の配備や伝達体制等、必要な警戒避
難体制を構築する。

実施主体 対 策
市 １ 土砂災害緊急情報や被災概要調査の結果及び土砂災害に関する防災情報により、危

険と認められる場合は、関係市民へ調査概要の報告等に関係する情報を提供するとと
もに避難のための指示及び避難誘導等を実施する。特に台風による大雨発生など事前
に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなる
まで、市民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努める。

２ 避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動がとりやすい時間帯
に高齢者等避難を発令する。

３ 災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近
接のより安全な建物への「緊急的な待避」や「屋内安全確保」といった適切な避難行
動を市民がとれるよう努める。

４ 異常時における臨機の措置に備えるため、職員の配備や伝達体制等、必要な警戒避
難体制を構築する。


